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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（髙久武男君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は31名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） ３月８日の早乙女

順子議員の障害者自立支援法に関する一般質問の

中で、自己負担の減免申請に関する質問がありま

して、答弁の中で、減免の申請を４月以降でも申

請できると答弁いたしました。４月以降に減免申

請の手続をとった場合は、その翌月から適用とな

るために、４月からの対象とはなりません。その

ようなことから、市といたしましては、過日に減

免の対象となると思われる方全員に、３月中に申

請するように関係書類を送付いたしまして、申請

を促したところでございます。 

  答弁内容に誤りがありまして大変申しわけあり

ません。訂正とおわびを申し上げます。 

  なお、今後は身体障害者相談員、知的障害者相

談員等により減免制度の周知を図り、申請漏れの

ないように努めてまいりたいと思います。 

  大変申しわけありませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（髙久武男君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（髙久武男君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 髙 久 好 一 君 

○議長（髙久武男君） 初めに、５番、髙久好一君。 

〔５番 髙久好一君登壇〕 

○５番（髙久好一君） 皆さん、おはようございま

す。 

  一般質問、 後の日になりました。５番、髙久

好一です。ただいまより一般質問を始めます。 

  小泉内閣の悪政により、地域の経済と県民生活

ははかり知れない苦境にあります。有効求人倍率

は1.21ですが、県北では１割を割り込み、地域格

差が広がっています。正規雇用が減り、派遣労働、

パートにより賃金格差が進んでいます。農家戸数

は５年間で6,000戸、7.8％減り、耕作放棄の土地

も18.6％ふえ、農業破壊が進んでいることを裏づ

けました。市町村合併によって自治体が今月のう

ちに14市19町となります。その結果は、サービス

は低く、負担は高くを押しつけられています。 

  県は市町村議会から出た市町村の自主的判断を

尊重するよう求める意見書にも耳をかさず、宇都

宮区、栃木区、芳賀区の３区を選定し、合併推進

の構想を押しつけようとしています。全国トップ

クラスの高い国保税で、国保加入世帯の４分の１

が滞納し、１万2,326世帯が国民健康保険証を取

り上げられました。その数は、2002年からの２年

間で26.6％増加しました。昨年は学校でのいじめ

発生件数が全国１位が７年連続し、交通事故死者、
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人口10万人当たり全国１位、火災死者数、2005年

１月から９月まで全国１位となり、子供が被害者

となる凶悪な犯罪も起き、県民生活は大きな不安

に包まれました。 

  しかし、昨年10月に発表された県政世論調査は、

県政要望の上位に、１、高齢者福祉、２、医療対

策、３、安全・防犯対策が並びます。 

  しかし、老人福祉は県財政に占める割合で、全

国で41位、老人ホーム定員数65歳以上人口100人

当たり44位、ホームヘルパーの数、人口10万人当

たり44位と、高齢者福祉は全国 低の水準にあり

ます。 

  保育所の数、ゼロから５歳児人口当たり34位、

児童福祉施設の数、人口10万人当たり39位、小学

校数、可住地面積100㎢当たり38位、中学校38位、

高校40位で、子育て、教育環境の整備もおくれて

います。 

  防災、安全面では、消防署の数、可住地面積

100㎢当たり42位、消防団分団数、同44位、消防

ポンプ車等現有数、人口10万人当たり33位、警察

署、交番、派出所数、可住地面積100㎡当たり33

位です。 

  県民の願いと県政の実態には大きな隔たりがあ

ります。こうした状況にあっても、議論を重ね、

市民の願いにこたえていくことが、私たち那須塩

原市の行政と議会に求められています。栗川市長

の所信表明にあり、現状に手をこまねくことなく、

虚心坦懐に市民の声を聞き、状況に応じて、県・

国に働きかけながら、11万5,000の市民の側に軸

足を置いた施策を着実に実施することが重要と考

えております。この言葉をしっかりと胸に刻み、

市民の声を真っすぐ議会に届けるために質問をす

るものです。 

  １、国保税の滞納について。 

  合併後１年、不況と大幅な国保税の値上げによ

り、市民は払いたくでも払えない状況にあります。 

  栃木県内の国保税滞納率第２位とありますが、

私のほうのこれは間違いで、滞納率ではなくて滞

納世帯数が正しいので、滞納世帯数と訂正させて

いただきます。その滞納世帯数の対策を伺います。 

  今年の収納率とその見通しは、昨年より改善で

きるのかを伺います。 

  昨年始まった那須塩原市独自の減免制度をどの

ように受けとめていますか。全国各地で国保停止

のため受診がおくれ、死者が出ています。悲劇を

生まないための対策、市民に温かい指導はありま

すか。 

  ２、少子化対策についてです。 

  民間会社の調査で、出産費用が66万7,000円に

も上がっています。若い夫婦が安心して子を産み

育てられる要望の第１位は、経済的支援です。産

前産後の医療費の立てかえの無料化ができないか。 

  ３、子供を守る活動について。 

  子供の成長を親と地域が見守る地域社会づくり

について伺うものです。 

  地域住民が無理なく協働できる持続可能な活動

への対策と助成はありますか。 

  スクールバス、路線バスの活用、拡大と補助を

求めます。 

  ４、北赤田中間処理施設についてです。 

  県の設置許可は地域住民の総意と昨年３月那須

塩原市議会での全会一致の意見書を無視するもの

です。その対応を伺います。 

  また、地元への説明、業者への現地調査も行わ

ず、資料だけの審査で許可をした県の対応にも問

題があります。市の対応を伺います。 

  中間処理施設のため、誘致企業が引き揚げる等、

二次、三次の被害の対策はありますか。 

  ５、農業問題についてです。 

  品目横断的経営安定対策について、農家と地域
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への周知と対応について伺います。 

  来年から助成対象は原則、耕地面積４ha以上、

集落営農で20ha以上の耕作をしている場合に限ら

れます。現状で受給できるのは米作農家の約

8.78％、これはＪＡなすのの資料です。 

  前橋市では品目横断的経営安定対策について、

現状では受給率向上どころか、地域農業は大混乱

となり、崩壊の危険性さえあるとの意見書を、９

月議会で可決しています。ほとんどの農家が受給

できるよう、指導と規制緩和の意見書等を提案す

る考えはありますか。 

  ちょっと１つ抜けました。 

  北赤田工業団地の公害防止協定についてという

のが抜けております。これについても答弁を求め

ます。 

  以上で、私の1回目の質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  ５番、髙久好一議員の質問にお答えをいたしま

す。 

  私からは、農業問題についてお答えをいたしま

す。 

  初めに、品目横断的経営安定対策の地域への周

知、対応につきましては、会派代表質問で吉成議

員に答弁を申し上げたとおりでございます。 

  次に、地域農業への影響についてでありますが、

本対策の助成対象農家は、原則として耕地面積４

ha以上の認定農業者、または集落営農で20ha以上

耕作していることが要件となっております。ただ

し、これらの要件は基本原則であり、生産調整面

積や所得に応じた特例措置がございます。この措

置を活用して、農家が現行対策とほぼ同程度の助

成を受けることができるよう指導してまいりたい

と考えております。 

  また、米作農家の品目横断的経営安定対策の対

象は、約8.8％ということでございますが、この

数値は特例措置を考慮していない数値であります。 

  次に、品目横断的経営安定対策の対象品目は、

本市においては米、麦、大豆の３品目であります

が、米につきましては、稲作所得基盤対策が当面

の措置として、平成19年度の新産地づくり対策に

含まれることとなります。麦、大豆につきまして

も、特例措置の活用により交付金の交付を受ける

ことが可能と思われますので、地域農業における

大きな混乱はないものと考えております。 

  後に、国・県への働きかけにつきましてです

が、既に条件緩和の要望を行った結果、特例措置

として制度に盛り込まれておりますので、今後の

働きかけにつきましては、関係機関の動向を見な

がら対応してまいりたいと考えております。 

  このほかにつきましては、市民福祉部長、生活

環境部長、教育部長よりお答えをいたさせます。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 私からは、１項目

目と２項目目についてお答えをいたします。 

  まず、１項目目の国保税の滞納についてでござ

いますが、髙久議員のほうからは滞納世帯数の順

位ということでのお尋ねですけれども、収納率の

順位ということでお答えをさせていただきます。 

  本市の平成16年度の県内収納率の順位でありま

すが、現年分と滞納繰越分の合計で比較をいたし

ますと、44市町村中、第35位と低い位置にありま

す。 

  収納率の向上対策につきましては、臨戸訪問に

よる納税相談や収税嘱託員による納税相談、ある

いは呼び出しによる納税相談、市税とあわせた催

告書の送付、保険証の交付時の電話や文書による

－272－ 



催告などを行ってまいりましたが、平成18年度に

ついては、組織機構の見直しにより収税課を設け、

他の税とともに国保税の収納率向上を目指す予定

であります。 

  今年度の収納率ですが、前年度、これは現年分

で86.48％でありますが、これとほぼ同様の収納

率となる見込みでありますが、今後さらに収納の

強化に努めてまいりたいと考えております。 

  減免制度についてでありますが、17年度に要綱

を定め、所得の減少による場合など、随時申請を

受け付けておりまして、減免総額は件数で85件、

900万円を超えておりまして、被保険者にとって

制度の趣旨は理解されているというふうに考えて

おります。 

  次に、国保停止のため受診がおくれ、死亡者が

出ていることについてでありますが、短期被保険

者証及び資格証明書の発行に当たっては、本人と

の連絡がどうしてもつかない場合を除き、臨戸訪

問、電話での確認、呼び出し相談を徹底し、また

弁明の機会を与えております。 終的には滞納者

との面談により状況判断をしてから発行すること

を基本としております。 

  次に、少子化対策でありますが、妊娠から出産

までの費用は、正常な妊娠や出産の場合、健康保

険が適用とならないため、多くの場合が自己負担

となっております。 

  現在の出産への支援は、母子健康手帳交付時に

受け取る妊婦一般健康診査受診票を使って健診を

受けた場合の費用全額を市が負担するものと、妊

婦が病気になって医療機関を受診した場合の自己

負担分を償還払いによって給付する妊産婦医療費

助成制度があります。このほかには、分娩後、母

親か配偶者等が加入している公的健康保険から支

給される出産育児一時金の30万円、これは健康保

険の組合等によって金額が違うかもしれませんが、

この出産育児一時金につきましては、現在国会に

おいて医療制度改革関連法案として健康保険法な

どの改正案が審議中でありますが、成立すれば、

今年の10月から一時金が５万円増額され、35万円

となる見込みであります。 

  また、国の少子化社会対策推進会議におきまし

ては、入院を含めた出産費用全額を国が負担する

出産無料化等の制度導入の検討に着手したことが

報道されています。少子化の進展に歯どめをかけ

るためには、子育て世代へのさまざまな施策が必

要でありましたが、市といたしましては、当面国

の動向等を見守りたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長(相馬 力君) 私のほうからは、３

点目の子供たちを守る活動についてご質問にお答

えいたします。 

  現在は、ＰＴＡを中心とする学校ボランティア

や各種団体による地域安全ボランティアの方々に

より、地域における子供たちの安全を守るパト

ロール等が実施されており、子供が安心して暮ら

せる地域社会をつくるための子供安全推進計画が

策定されることとなっております。 

  このような中で、地域住民が無理なく協働し、

持続可能な活動への対策と助成につきましては、

さきの会派代表質問で関谷議員にお答えしました

ように、地域の自主的防犯活動団体の設立を促進

し、活動を支援する目的で、那須塩原市防犯活動

支援補助金の予算を計上しております。この施策

をきっかけに自主的な防犯活動が実践され、地域

の安全に対する意識の高揚につながり、地域の連

帯感による継続的な活動に発展していくことを期

待しております。 

  また、警察との協議を行い、継続的な防犯活動
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が行われるように環境づくりに努力してまいりた

いと考えております。 

  次に、４点目の北赤田中間処理施設についてお

答えいたします。 

  産業廃棄物中間処理施設の設置につきましては、

さきに金子議員にもお答えしましたとおり、栃木

県が廃棄物処理に関する指導要綱及び関係法令等

に基づき事業計画書、事前計画書及び施設設置許

可申請書等の技術上の基準、生活環境の保全への

配慮等の内容を審査し、そして設置予定箇所の現

地調査を経て、設置の許可をしたものであります。 

  関係住民と事業者間の公害防止協定につきまし

ては、あくまで双方の合意によるものと考えてお

りますが、締結の方向になれば、協定書の形式等

につきましては協力してまいりたいと考えており

ます。 

  事業者に対しましては、関係法令の遵守並びに

周辺の事業所に対しての合意形成について県とと

もに指導してきたところであります。 

  なお、一企業が撤退するなどの二次、三次の被

害についてはないものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） それでは、子供たち

を守る活動のうち、スクールバス、路線バスの拡

大と補助についてのご質問にお答えをいたします。 

  適正な学校規模の条件として、義務教育諸学校

施設費国庫負担法施行令に定められています通学

距離、小学校が４km、中学校６km、これを超える

児童生徒に対しましては、路線バスの活用を含め、

通学費補助金を保護者に交付することにより、保

護者の通学にかかる負担の軽減を図っております。 

  また、スクールバスにつきましては、学校統廃

合等の条件として５台を導入し、現在に至ってお

ります。 

  スクールバスにつきましては、バスの購入や運

転手の雇用など、財政上の問題もあり、難しいと

考えております。児童生徒の安全を守る活動は、

これまでにも答弁してまいりましたように、ＰＴ

Ａ、地域、警察等関係機関との連携の上、市内全

地域で行っていくことが大切であるというふうに

考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） それでは、順次再質問をさ

せていただきます。 

  私のほうが滞納率という形で出したものですか

ら、滞納数と率をいつの間にか間違っていたので、

かなり話がずれてしまっているかと思いますが、

順次質問をしていきたいと思います。 

  私、昨年の６月、初めてこの議会に来まして、

皆さんに送り出していただいて、そのときに国保

税の話を栗川市長から収納率と減免制度について

の答弁をもらっております。改めてそのときの会

議録を見てまいりました。かなり前向きの答弁を

いただいたと記憶していたんですが、健全な運営

を行うため、税制改正に伴う滞納者対策として口

座振替の推進や納期回数を８回にするなど、それ

でも納付困難な方には定期的な納税相談及び臨戸

訪問による徴収により収納率を図っていく考えで

いますというお話でした。 

  収納率は15年の87.15％、16年は86.22％と見込

んでいるというお話もありました。マイナス

0.93％に設定しているということでした。合併時

に大きな値上げがありました。後で何回も値上げ

をしなくても済むから、それを見込んで大幅に上

げたと、そういう手法があるという話も私、聞き

ました。 

  大幅に上げた理由は、黒磯、西那須、塩原とも

基金が枯渇し、または赤字になるので値上げをし
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たという福祉部長からの答弁もありました。 

  そこで確認したいのですが、もう一度お答えく

ださい。収納率を0.9％下げて設定したのは、値

上げ幅が大きかったので、その影響を見込んでそ

うしたのかもあわせてお答えください。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  国保の収納率の関係でありますけれども、前の

議会でもお話をしたかと思いますけれども、所得

の階層が両極化、高額所得者と、あるいは低所得

者、２個両極化がもう極端に進んでいるというこ

とで、全体的な所得の階層は低くはなっています

けれども、53万円の限度額をオーバーしている方

は、ふえてはいませんけれども、オ－バーしてい

る額がふえているという状況ですね。逆にそう

いった面での国保の被保険者世帯の中で、いわゆ

る中間所得層の方の負担が大きくなっているとい

うのが、全体的な状況ではあるかと思います。 

  残念ながらそういうことも踏まえて、年度間の

収納率の見込みを出すわけですけれども、国保の

世帯の、いわゆる世帯数、あるいは被保険者数に

ついては、平成16年当時と比べますと、若干横ば

いになってきたということで、極端な伸び率は抑

えられてきましたけれども、全体的な収納率はや

はり増加にはなかなか見るのが難しい現状でござ

いますので、前年同額、あるいは同率、あるいは

同程度と見込んでございますので、0.9％下げた

というのはそういうことで、前年並みということ

で計上したということでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） ここ数日、多くの方が申告

に来られています。そういう方から大変電話をい

ただいております。実は今朝もいただきました。

私、出かけようと思ったら、大変長い電話でした。

危うく私、この議会におくれるところでした。申

告に来られる方ですから、大事にしないといけな

いと思います。 

  定年退職されて４年、都会から那須塩原に来ら

れた方の電話です。健康保険が高くて払えない。

８回でも払えないので、10回で追っかけ追っかけ

払っていると。こういう方、先ほども言いました

が、大事にしないといけないんだと思います。税

金を払いに来ているわけですから。まだこれから

上がる話も新聞やニュースで聞いていると、限界

だというお話です。 

  どうしてこんなに那須塩原市は高いのと。議会

で文句は出ないの。そういうお話でした。申告に

来て、議員の名簿をいただいて電話をしたという

ことですから、私以外の議員さんも聞いていると

思います。減免制度があります、去年から独自の

減免制度があるんですよと、そう話しましたら、

聞いたらあなたの場合は適用しませんと、そう係

の人に言われたと。電話で二、三十分話される方、

そういう方が多いんですが、短い方も話は深刻で

す。 

  先ほど収税課を設けたという話もありましたが、

収税課の方も大変だと思います。先ほど部長さん

が言いました。減免申請調べ、申請減免85件、私

ちょっと85件を世帯かなという形で割ってみたん

ですが、0.21％、金額は926万ということで、目

的を達しているというお話でした。減免申請され

る方は 初多くてだんだん少なくなっていく、そ

ういう形で申請が行われていくというお話もいた

だきました。こうした数が適正な数だと、先ほど

目的を達しているというお話だったと思います。

私の感覚ですと、二、三％あるのが普通かなと

思ったんですが、どうでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 
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  合併後の那須塩原市としての減免制度について

は、85件で900万円を超えているということで、

被保険者にとって制度の趣旨は理解されていると

いうふうに考えているというふうに申し上げたわ

けでございます。 

  今、正確な数字はちょっとあれですけれども、

２万2,000円を超えている国保の世帯があると思

います。いわゆるこういった申請減免、あるいは

法定減免制度もございますけれども、そのほかに

那須塩原市の国保の制度として応能応益の割合が

60対40の場合は、４割軽減、６割軽減という制度

も現実に実施しております。本年度17年度ですけ

れども、１月末現在で４割軽減、６割軽減合わせ

て8,000世帯近い7,933世帯で、これだけの軽減を

しております。こういったことで、現行制度の中

で軽減をしておりますので、そういった面を含め

て被保険者にはある程度制度が周知されていると、

理解されていると考えています。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 趣旨は理解されているとい

う話でした。今お話しされた１万2,326世帯、こ

れは県のほうの数字かと思いますが、長期滞納で

資格証のほうに行きます。 

  過去３年間で 多になっていると。44市町村

トップの宇都宮の返還世帯数は３年で２倍に膨ら

んでいます。その次に多かったのが那須塩原市の

1,202世帯、その後、小山、足利、佐野というぐ

あいに続いていきます。 

  返還世帯の多かった５市のうち２市が年内に合

併した新市だったと。これは１月16日の下野新聞

の記事でございます。こうした世帯に対する対応

なんですが、先ほど弁明の機会を与えて、その上

で１年間滞納したところにそういったことをして

いるというお話でした。一番大きな原因というの

は何だと考えておられるでしょうか、こうした資

格証世帯がふえてきたということ。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えをいたしま

す。 

  まず、短期保険証あるいは資格者証の発行を受

ける方は、基本的に悪質滞納者だというふうに考

えております。 

  先ほど申し上げましたが、そういった措置をと

る前には十分に納税相談を行っているつもりです

し、その所得の状況において、先ほど納期８期を

10回に分けて納めている方がいるというお話をさ

れていましたが、そういう納税の姿勢を見せた方

について短期保険者証とか資格証を出すというこ

とはまず考えられません。そういったことで、納

税相談にも応じず、幾ら連絡をとっても相談に応

じる見込みのない方、そういった方が結果として

資格証あるいは短期保険証の対象者になっている

というふうに考えます。 

  そういうことで、悪質な滞納者には十分に対応

していかざるを得ないというふうに考えておりま

すし、先ほど申しました申請減免も、申請減免の

理由といいますか、個別にどういったことからそ

ういった申請をするに至った理由を分類しますと、

やはりリストラによる収入減とか、事業不振によ

る収入減、あるいは事業の廃業による収入減、そ

れから病気で働けなくなったと、そういった理由

が主でございます。 

  そういったことで、たまたま該当しなかった方

の連絡があったかもしれませんが、ケース・バ

イ・ケースで十分に納税相談に応じていきたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 資格証、それは悪質滞納者
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であるというお答えでした。宇都宮、佐野なども

それぞれの状況に応じて判断している、やむを得

ない場合というような言い方をしております。部

長の言い方もそれに該当するかと思いますが、私

はちょっと違うと思っています。 

  1984年、政府は国保の国庫負担を45％から

38.5％に引き下げました。それ以降、市町村の国

保財政は厳しくなり、国保料が値上げされるよう

になりました。資格証明書の発行の市町村への義

務づけは、小泉総理大臣が厚生大臣だった97年の

国保改正悪で行われ、2001年から実施されている。

国保料が払えず、保険証を取り上げられた、病院

に行くことをためらい、命さえ奪われる悲惨な事

態が全国で問題になっています。 

  国保料は制度を運営している各市町村が決めま

す。国保の崩壊は、国がすべての国民に医療を保

障するという誇るべき国民皆保険制度の空洞化を

意味します。これをもう一度立て直すには、国保

は社会保障、そういう国保法第1条の精神に立ち

返り、国庫負担の率をとりあえずもとに戻すこと、

栗川市長の所信表明にあった、現状に手をこまね

くことなく、虚心坦懐に市民の声を聞き、状況に

応じて県・国に働きかけながらと言っています。

国への働きかけについて答弁を求めます。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  確かに、三位一体の改革によりまして、平成16

年度まで国のいわゆる療養給付費負担金、あるい

は介護納付金、老人保健の拠出金の国の負担割合

は、それまで40％でしたね。それが三位一体改革

によって、平成17年度から公費と税の負担を50対

50にしていくということを基本に考えまして、平

成17年度に40％だったものを36％に下げました。

その下がった４％と調整交付金10％を９％に固定

して、その５％を県の調整交付金というふうに、

新しい県の交付金制度を求めました。 

  それが18年度、いわゆる来年度からは36％を

34％、なおかつ、さらに２％下げて、県の交付金

を７％に引き上げると。いわゆる国の負担から都

道府県の負担に変わってきたということでござい

ますね。これはある意味、市町村の国保財政の、

ある面では危機的な状況だといっていいと思うん

ですね、総括的に市町村国保は。そういったもの

の財政のいわゆる安定化を図るためで、一つの方

策として都道府県の役割、あるいは権限を許可す

るということが背景にあるというふうに考えてい

ます。従来、市町村会、あるいは市長会を通じて、

国保の保険者を都道府県に統一するなどの要望活

動を続けてまいりました。そういったことで、そ

ういった国の動き、あるいは都道府県の動きにつ

いて今後見守っていきたいと、こんなふうに考え

ています。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 国や県の動向を見守りたい

ということでした。保険証の取り上げは、命に直

接かかわる問題です。負担の限界を超えて、やむ

を得ず滞納している市民から保険証の取り上げは

絶対にすべきではありません。命と健康を脅かす

保険証の取り上げをやめさせ、国保への国庫負担

を計画的に引き上げ、実現するためにこそ、全力

を尽くすものだと思います。 

  続きまして、少子化対策に行きます。 

  出産育児の一時金が30万から35万になるという

お話でした。今年じゅうに通常国会の関連法案を

経て提出する方針だというふうに、新聞なんかで

も報道されております。今はまだ那須塩原市も人

口がふえております。しかし、確実に人口減少が

襲ってきます。 

  栃木県でも、去年の人口増が全体でわずかに

105人という記事が載りました。2005年10月１日
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現在の県の人口は、出生数から死亡数を引いた自

然増が105人、伸び率0.01％、前年同期の10分の

１まで一気に減少したことが、県の企画部がまと

めた人口調査報告でわかりました。 

  少子高齢化が歯どめがかからない中でこの状況

が続けば、今年じゅうに死亡者数が出生数を上回

る自然減になる人口減少、世代転換点に差しか

かっていることが裏づけられたということです。 

  少子化問題で子育て家庭への経済的支援を求め、

子供が22歳になるまでに総費用が3,000万から

3,500万かかるという試算があります。１人でこ

のぐらいかかると。基本教育費、出産育児費、食

費、医療費など合計1,640万、大学を卒業するま

での幾つかのパターンを設定して、総合計2,985

万から3,523万円とするＡＩＵ保険会社の2005年

の調査です。 

  国の少子化担当相は猪口邦子さん、この方は、

家族や家計の負担が大きいことはやむを得ないが、

社会全体で負担を共有していくことが大切だと思

うと、そう答えています。子育て、経済的支援の

必要性は、1992年の国民生活白書から取り上げら

れていますが、それから10年以上、政府はまとも

な政策をとってきませんでした。出生率が1.65か

ら1.94、2005年です、に回復したフランスでは、

家族に対する支援が30種類もあります。子育てに

対する手厚さがうかがえます、日本は、児童手当

しかありません。各国の家族政策に関する対ＧＤ

Ｐに見る財政支出は、ＯＥＣＤ参加国から、日本

は下から５番目、デンマークの3.8％に対して、

日本は0.6％と、６分の１の子育て予算しかあり

ません。予算の抜本的拡充、その必要性が求めら

れています。 

  また、出産費用が、民間会社の調査で66万

7,000円に上っていると、そういうデータもあり

ます。猪口担当相は、多々見られる意見として非

常に重視しているというだけで、踏み込んだ答弁

はありませんでした。隣の那須町にはすぐれた中

学３年生までの医療費の無料化があります。佐野

市はレセプトを無料にしました。何かと比較され

る同時期合併、同規模自治体です。那須塩原市は

何かあるのかと言われて、困ります。答弁を求め

ます。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えをいたしま

す。 

  髙久議員の方から、これまでの少子化対策のい

わゆる国の取り組み等々お話をいただきましたが、

全国の多くの自治体が国のエンゼルプラン、ある

いは新エンゼルプラン、なおかつ次世代育成行動

計画等を含めて、これまで少子化対策を立てて実

施をしてきたところでございますけれども、残念

ながら特効薬とは至らないのが現状だ思います。 

  そこで、新新エンゼルプランと言われるのか、

少子化対策の大綱を国が定めて各施策を実施して、

少子化担当大臣が設置されたのもその一環だとは

思います。 

  そういった中で、今までの国の計画とはちょっ

と違うなと思うのは、具体的な数値目標が出てき

たということが言われております。例えば、企業

における育児休業の取得率を男性が10％、女性は

80％という目標数値を掲げたということ自体が、

これまでの取り組みからは一歩進んだ取り組みだ

というふうに考えています。やはり現金給付、い

わゆる経済支援ということもございますけれども、

少子化対策は、やはり雇用環境、あるいは住宅環

境、あるいは保育環境とか、総合的な施策が必要

だというふうに考えています。国の担当レベルの

話だと、少子化対策は今、夜明け前の一番暗いと

きだと。これからはだんだん明るくなるというこ

とも聞かれます。 
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  本市におきましても、平成17年度から不妊治療

の助成の制度をスタートいたしました。２月中旬

までの実績ですけれども、９件の実績がありまし

て、そのうち５件が妊娠が成立しております。総

合的な少子化対策を地道に着実に実施していくべ

きだと、こんなふうに考えています。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 総合的な施策が必要だと。

今が夜明け前の一番暗いところだという話です。 

  こうした中で、私たちがお母さんによく言われ

るのが、少子化、少子化というけれども、出産に

幾らかかるかわかっているの、せめて出産費用ぐ

らいはどうして無料化できないのという話です。

新市建設計画の個性を生かしたまちづくりの推進

と、今言われた次世代育成計画の立場からの答弁

を求めたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 出産費用が66万

7,000円というのは、民間の調査機関の数字かも

しれません。私どもとしてはそこまでかかるのか

なと、聞いてちょっとびっくりしたといいますか、

もう少し低い45万円ぐらいが大体平均の価格では

ないかなというふうには理解したところでござい

ますけれども、これを全額公費負担にするという

ことにつきましては、現在の健康保険法やそう

いった法律の中で本人負担ということになってい

ますので、ただ一時金という形でそれぞれの保険

者が交付しているということでございますので、

現在審議している国会の動向を見きわめたい、こ

んなふうに考えます。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 総合的な施策が必要だとい

う話であったと思います。 

  それでは、続いて子供を守る活動について伺い

ます。 

  これは多くの方が質問されたんで、私のほうも

話すところがかなり少なくなってしまったという

のが本音でございます。皆さんがそれだけ真剣に

この問題に取り組んだという証拠でもあると思い

ます。 

  ただ、先日の話にもありました。お父さん、お

母さんたち、地域の人たちも疲れてきたと。見直

しも必要だと。いろんな形でいろんな方がさりげ

なく子供を見守りたい。そして、自分に合った形

で地域に貢献したいというのも、市民全体の願い

だと思います。 

  ただ、私聞いていて、ほとんどは学校や保護者、

教師、そしてスクールガード、そういった地域の

人たちの大人の側からの働きかけが多かったとい

うふうに思います。 

  私、２月の14、15と横浜のほうに政務調査費を

使わせていただいて研修に行ってまいりました。

その中で、日本は建物や施設、公園、こういった

ところが防犯のためのつくり方をしていない。ど

うしても効率を求めるような、そういった形でつ

くられていると。今までは都会では公園やそうい

うところで事件が起きた。今回は、今まで考えら

れなかったような。そういうところで起きたと。

そういう関係で事件もなかなか解決できないと。

そういう不安の中で皆さんが苦労しながら焦りも

感じているということでした。 

  本来、子供たちの通学路というのは、新しい発

見とか冒険があって楽しいはずであります。しか

し、こういうふうになってしまっているというの

は本当に残念です。地域の人たちの活動参加への

転換点に来たという話も出たと思います。 

  そういう中で、そういった活動に参加されてい

る人たちに対して、評価、さらに話し合った結果、

ステップアップしていくための学習の場が必要か

と思います。そういったことが、地域の活動に参
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加されている人たちに力をつける、励ますと、そ

ういうことになると思います。こういうところで

どんな対策を考えていますか。答弁をお願いしま

す。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 今まで直接の防犯対

策のお話で、関係予算などの説明もしてまいりま

したけれども、青少年センターのほうで新年度、

そういった活動をなさっている団体やボランティ

アの皆さんに集まっていただきまして、今議員が

おっしゃったような情報の交換や運動の展開の質

的な向上、それからボランティア活動に生きがい

を持っていただく、そういったことを趣旨にした

市民の交流、啓発大会といったものも企画してい

きたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 教育と評価というんでしょ

うか、そういうお話だったと思います。私が勉強

してきた中で、日本がこういう経済体制を選んで

しまった、経済社会を選んでしまった結果、アメ

リカと同じような犯罪が起きる社会がつくられつ

つあると。これからもますますそういう形になっ

ていくだろうという話を私聞いてきたんですが、

その話を先日、今市のほうでも同じ方を呼んでそ

うした勉強会があったようです。 

  そうした運動の中で、ルールなき資本主義とい

う言葉で私は表現しておりますが、その社会が生

み出す日本社会のゆがみを分析し、子育て環境の

抜本的改善、少子化傾向の克服を図る運動の発展

を、私たちは呼びかけています。 

  勝ち組、負け組を当然視し、社会的弱者に対す

る攻撃に痛みを感じない風潮が生まれる中で、子

供を標的にした犯罪も多発しています。子供たち

の通学路の安全を全力で確保するとともに、世界

でも極端な子育て環境の劣悪さに目を向け、正し

ていく活動を強めていきたいと思います。 

  地域未来は、いつの時代も子供たちに託されて

います。地域の宝を、多種多様な力を引き出し、

高める評価と指導を求めて、スクールバスのほう

にいきたいと思います。 

  スクールバスは眞壁議員の質問にも出たと思い

ます。ちょっと考えていないと。予算的にも運転

手を雇ったりして大変だというお話でした。この

問題に対して、安倍官房長官は自治体が導入しや

すい仕組みとして、路線バスの活用を提案したと

いう話を聞いています。先ほど路線バスの補助の

話も出ましたが、こういう機会ですから、できる

だけ活用するというふうな方向で努力をしていた

だきたいと思います。小さな努力でも結果が出れ

ば、地域の活動は元気が出ます。ぜひ検討を求め

ます。 

  時間が短くなってきましたので、北赤田の工業

団地の話に行きます。 

  金子議員からも出ましたが、私のほうで心配す

るのは、私たち全会一致の意見書を出すときに、

埼玉県の吉川市などのほうから東武商事の照会を

もらっています。その情報によりますと、工場全

体がにおいが強いのと、下水排水、出入りする車

自体のにおいが大変強いと。北赤田の方が見学に

行ったときも、コンクリートの床は大変きれいに

掃除してあるのに、独特の強いにおいがあったと、

そういう報告がされています。そのにおいが強く

て住民の苦情が多く、市議会、県議会で質問して

改善させたが、事業改善姿勢にはうとい会社だと

いうふうに聞いております。かつては市の古紙回

収をしていたが、現在は行っていない。やめた原

因は不明、今後も注意して見守る必要があるとい

うふうに話を聞いております。 

  建設地は東北道直近の南側にあり、５月の連休
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や盆帰りには20kmから30㎞にわたって渋滞する塩

原、板室の観光客ににおいをかがされかねないと

いう状態になるのを危惧するものです。近くには

食品工場もあります。 

  先ほどの答弁で、そうした二次被害はないと聞

いておる、そういう話でした。そういうことに

なったんでは、せっかく誘致した企業が元も子も

なくなってしまいます。公害防止協定に向けた確

実な環境を守るという上で、公害防止協定に臨む

姿勢をもう一度お聞かせください。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長(相馬 力君) 協定の関係でござい

ますけれども、これは先ほども答弁しましたよう

に、地元の皆さんが具体的な部分で説明を聞いて、

お互いに合意をするということで、地元と事業所

が結ぶ段階では、十分私どものほうでも協力して

いきたい。 

  なお、大変申しわけありませんけれども、法律

的な意味合いで言いますと、あそこの公害の一つ

の県の、例えば大気汚染防止法とかそういった意

味ではボイラーだけなんですね、公害等の施設と

してのものは。ただし、金子議員のときもお話し

ましたように、当然うちのほうで意見書を出す中

では、悪臭、あるいは振動、騒音等の部分に対し

て十分配慮していただきたいと、そういう中で、

実際には私どものほうとしましても、そういう部

分では十分今後も事業者とは話はそういった意味

でしていきたいなと、そういうふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） ぜひ頑張ってやっていただ

きたいと思います。 

  以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） 以上で、５番、髙久好一君

の市政一般質問は終了いたしました。ここで10分

間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 植 木 弘 行 君 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

〔２４番 植木弘行君 登壇〕 

○２４番（植木弘行君） 24番、植木弘行でござい

ます。 

  那須塩原市が合併して、ちょうど満１歳をちょっ

と過ぎました。子供が歩み始めるように、いよい

よ新市の基礎づくりと本格的な一体化を図るべく、

対応、努力をしていくことが求められていると思

います。 

  そこで、今回は市民の方々の意見、要望の強く

あった事案を質問とさせていただきます。 

  ここで、質問前に文字の訂正をお願いします。 

  まず、１ページ目、施設振興公社の利用につい

てなんですが、下から４行目「ざさえしていくこ

とが臨ましいと考えるがいかがでしょうか」、こ

の「臨ましい」、これ希望の「望」にしていただ

きたいと思います。 

  それから、その下の行「校舎設置の目的がかす

んでしまい」の「し」が抜けております。 

  それから、 後のページになりますが、「新市

建設計画に基づく社会基盤の整備として」という

項でございますが、この①のところから５行目、
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おしまいのところに「建設計画が第定されてお

り」となっていますが、「策定」でございます。 

  それと、下から３行目の「黒磯」の「磯」が

「礒」になっています。 

  以上、ご訂正をお願いします。 

  それでは、市政一般質問通告書により、順次質

問させていただきます。 

  まず、１項目目、施設振興公社の施設利用につ

いて。 

  各施設の市民・各種団体等の利用については、

部門別に利用年度の予定を、前年度末の３月中に、

利用者の日程の調整会議が開催され、この会議に

出席し、利用市民・各種団体が特定した利用日を

申し込むことになっている。そして、後日、調整

会議で決まった日を申請書で申請し、利用料を納

入して 終的に利用日が確定されるようである。 

  したがって、使用料に関する異論は聞いており

ましたが、施設の利用については多少手間暇はか

かるが、特に不満・問題はなくスムーズに運営利

用されていると思っておりました。 

  しかし、昨年の９月にある団体が、記念事業を

平成18年４月上旬に実施する計画で、その関係者

が施設利用申し込みの相談に関係施設窓口に伺っ

たところ、平成18年度の４月の利用であることか

ら、平成18年３月に開催される日程の調整会議に

出席して日時を申し出てくださいと説明され、さ

らに利用の申請手続を完了してから利用日の決定

となると告げられた。伺った関係者も、調整会議

のあることは知っていたが、利用できないことが

わかり、大変困ってしまったようです。 

  150名以上の参加を予定している記念・周年事

業や各種大会等は、開催当日までにそれ相当の準

備期間、三、四か月が必要であり、何とか開催に

こぎつけるのが常識であると思います。３月の調

整会議に出て、４月の開催は日程的に非常に難し

いのではないか。それなりの対応をしてくれるも

のと考え、利用の相談に伺った団体関係者は、規

則に沿った利用と一応は理解したようだが、原則

以外の利用の配慮がない規則自体に、疑問と不満

が残ったものと感じざるを得ない。 

  運用していく規則が、施設の目的より強くなる

のではなく、目的達成、維持の下支えをしていく

ことが望ましいと考えるが、いかがでしょうか。 

  運用上の約束事である制限が絶対的になっては、

公社設置の目的がかすんでしまい、規則自体が不

十分と言わざるを得ない。市民・団体の利用に関

して、検討、改善が図られることが必要であると

考える。 

  目的に沿わない部分が出てくれば、その部分を

随時研究・検討して、市民の利用しやすいように

改めていくことが施設利用の拡大にもつながり、

運営の目的に少しでも近づけるのではないでしょ

うか。 

  また、その時代時代に合った規則や利用を考え

ていくことにより、利用する市民・団体も満足し

てくれると思うし、行政・施設への市民の信頼感

も高まってくるのではないでしょうか。 

  ぜひ質問の趣旨を酌み取り、早急に施設利用の

改善が図られるようお伺いするものです。 

  ①として、施設振興公社を設立・設置した目的

を伺います。 

  ②現在行われている利用確定までの手順と規則

について伺います。 

  ③記念・周年事業や発表会の事業などで、100

名以上の参加が予定され、年度当初の４月から６

月中に実施される各種団体の事業については、前

年度の12月、１月ごろに調整会議を持ち、日時を

決定することはできないかお伺いします。 

  次に、２項目目として、下水道事業についてで

ございます。 
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  ①全市の下水道事業基本計画について。 

  下水道は広い意味で公共下水道、特定環境公共

下水道、農業集落排水、合併浄化槽があると理解

しているが、それでよろしいでしょうか。それで

よいとすれば、市内のどの地域にはどの事業で下

水道を設置するかという、全市の下水道基本計画

があるのかお伺いします。ないとすれば、生活環

境の改善は、住民にとって高い関心ごとであるの

で、早急に策定し、住民に説明すべきであると思

います。伺います。 

  ②旧西那須野地域の下水道について。 

  旧西那須野町においては、全町下水道基本計画

があり、住民に情報開示がされていた。その中で、

西部地域については全体の工期を短縮するために、

農業集落排水による下水道の設置が可能か、調査

をする計画があったと記憶しているが、どうなっ

たか。 

  結果についても、住民に説明がなかったと思う

が、今後予定はあるのか。さらに、合併浄化槽で

対応するとすれば、補助率をどうするのかも伺い

ます。 

  また、乃木参道周辺の下水道についてはどう

なっているのか。以前は桜並木があり、設置する

と、すれば開削工法でやらざるを得ず、そうする

と名物となっている桜が枯死してしまうのででき

ないという説明があったと記憶している。しかし、

現在は参道の桜、ソメイヨシノが枯れ始めたため、

二、三年前から植えかえを始めているので、そろ

そろ下水道の設置が可能になってきたのではない

かと考えます。 

  北那須流域下水道も数年前に設置していること

でもあるし、早期にできるのではないかと考えま

す。具体的に計画をお伺いします。 

  ３、障害者自立支援法について。 

  ①この法律には、障害者基本法の基本理念に

のっとり、福祉に関する法律と相まって、障害者

が有する適性に応じ、自立した日常生活、または

社会的生活ができる必要な福祉サービスに係る格

付と他の支援を行い、障害者の福祉の増進を図る

とともに、健常者も障害者も共有と共生により安

心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与

することを目的とすると伺っております。 

  そこで、18年４月１日からの実施に当たり、三

障害者の制度体系の一元化により、那須塩原市で

は全体で何名になるのかと。障害別にそれぞれ何

名かをお伺いいたします。 

  ②障害者自立支援法が18年４月に施行されるが、

調整期間もあり、当市の実施計画はどのようにな

るのか。また、自己負担がふえると聞くが、どう

なのかもお伺いいたします。 

  ４項目目として、健康長寿センタ―内の自主訓

練についてお伺いします。 

  ①現在、高柳の長寿センター内で実施されてい

る機能の自主訓練と生活リハビリ教室はぜひ続け

てほしいという声が参加者から出ている。開催日

のたびに訓練している人も10人程度はあり、身体

の機能も回復に向かっている現状を考えると、こ

の訓練制度を今後も継続してほしいと考え、伺う

ものです。 

  後に５項目目として、新市建設計画に基づく、

社会基盤の整備としての主要道路網の整備につい

て。 

  ①新市建設計画は、３市町が合併した後の新市

の建設を効果的に推進することを目的とし計画さ

れ、新市の速やかな一体性の確立、地域の役割分

担の明確化と均衡ある発展を図るとともに、住民

サービス、福祉の維持向上を図るため、建設の方

針及び建設計画が策定されており、合併協議会だ

より第９号で公表、周知されていると思います。 

  合併後１年を経過し、新年度の計画に対する予
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算も定まった今、新市建設計画の主要道路網の市

街地を一体化する４路線道路、①新南郷屋・下厚

崎線、②東三島・塩野崎線、③３・４・２豊浦通

り、④黒磯インターチェンジ線についてはどのよ

うに実施されていくのか、お伺いをいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔栗川 仁市長 登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 24番、植木弘行議員の質問

にお答えをいたします。 

  私からは、新市建設計画に基づく社会基盤整備

としての主要道路網の整備についてお答えをいた

します。 

  ご質問の路線整備につきましては、新市建設計

画の新市の主要施策事業の新市のステップアップ

を支える社会基盤づくりの中に想定される事業と

して位置づけられております。しかし、この事業

実施につきましては、関係部門の計画を踏まえ、

財政状況を考慮して精査するとありますので、現

在、道路整備基本計画を策定し、この中で自動車

交通量の実態調査や将来交通需要推計などをもと

に将来の道路網図を作成し、各路線の必要性や整

備の優先性を検討しているところであります。 

  平成18年度の予算につきましては、西那須野都

市計画道路３・４・２の中央通りの整備を初めと

する中心市街地活性化事業や、（仮称）黒磯イン

ター整備関連事業及び黒磯都市計画道路３・４・

１の本郷通りのＪＲアンダー工事など、多額の費

用を要する継続事業がありますので、ご質問の路

線の新規事業は見送りしているところであります。 

  今後、道路整備基本計画をもとに、現在継続事

業の進捗状況や財政状況を見ながら、新事業につ

いて検討してまいりたいと考えております。 

  このほかにつきましては、教育部長、建設部長、

市民福祉部長よりお答えをいたさせます。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 施設振興公社の施設

利用についてお答えをいたします。 

  まず、施設振興公社の設立目的についてお答え

いたします。 

  那須塩原市施設振興公社の設立目的は、寄附行

為に定めてありますとおりの、観光施設等の公の

施設等の管理運営を行うとともに、観光、文化及

び体育等の振興並びに緑化の推進を図るための事

業を実施し、もって地域住民の生活水準の向上と

福祉の増進に寄与するというものでございます。 

  施設振興公社といたしましては、日ごろより受

託事務に対し、よりよいサービスの提供、施設の

管理、運営に努めているところであります。 

  次に、２番、３番の質問について一括お答えを

いたします。 

  施設振興公社が管理している体育施設につきま

しては、例年３月初めの利用調整会議において利

用団体から利用希望日を確認、調整し、その後利

用団体登録申請書を提出することにより、利用が

確定いたします。 

  利用調整会議は、市、市教育委員会、市教育振

興会、那須地区学校体育連盟、高校体育連盟及び

市体育協会の大会など、市民及び小・中・高校の

児童生徒のスポーツ大会を優先し、会議を開催し

ていますが、これらの行事が確定するのが、 終

的に２月から３月という現状でありますので、12

月から１月にかけて調整会議を開催するのは、関

係機関との調整も必要となり、直ちに実現すると

いうことは困難な状況であります。しかしながら、

調整会議の開催時期が問題となりまして、施設利

用者に対し不便をかけるということは大変遺憾な

ことと思っています。 
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  今後は、調整会議の早期開催を図り、全体的な

利用状況を見きわめながら、年度当初の利用者に

対しては柔軟に対応するよう指導してまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） それでは、下水道事業

につきまして、お答えを申し上げたいと思います。 

  本市の下水道基本計画についてまずお答えをい

たします。 

  生活排水処理、いわゆる広い意味での下水道の

整備につきましては、国土交通省所管の流域下水

道及び公共下水道、農林水産省所管の農業集落排

水施設、簡易排水施設及び林業集落排水施設、環

境省所管のコミュニティプラント及び浄化槽があ

ります。 

  現在、市における生活排水処理につきましては、

平成15年度に栃木県において策定されました栃木

県生活排水処理構想に基づき、公共下水道、農業

集落排水及び浄化槽の各事業により整備を行って

いるところでございます。 

  この栃木県生活排水処理構想につきましては、

旧３市町においてそれぞれ策定された計画が反映

されたものとなっており、現在の全市における下

水道基本計画となっております。 

  次に、西那須野西部地区についてお答えを申し

上げます。 

  当地区は、平成15年度策定の栃木県生活排水処

理構想の中で、農業集落排水推進区域として位置

づけされまして、平成16年度に旧西那須野町にお

いて、農業集落排水事業での妥当性を確認するた

めの基礎調査を行い、本年度はこの調査結果をも

とに検証を行ったところでございます。 

  検証の結果、本地区の人口が約6,000人と、国

の基準であります2,000人を大きく上回り、農家

率は約26％と、国の基準であります50％を大きく

下回っております。 

  また、浄化槽設置率が約80％という地区であり

まして、完了後、３年以内に70％以上の接続をす

るという国の基準をクリアする必要があるなど、

大きい課題が出ております。 

  農業集落排水につきましては、効率性及び経済

性の検証と地域の実情を十分に勘案し、妥当性が

確認された農村地域において、その推進に努めて

行く考えであります。 

  しかし、本地区での推進は検証の結果から判断

いたしまして、大変難しい状況にあります。 

  なお、できるだけ早い次期にこれら検証の結果

等関係地区への説明の上、生活排水に対する地区

の意識等を把握したいと考えております。 

  合併浄化槽につきましては、補助金額でござい

ますけれども、浄化槽設置整備事業補助金交付要

綱に基づきまして、５人槽、35万4,000円、７人

槽、41万1,000円、10人槽、51万9,000円となって

ございます。 

  次に、乃木参道周辺の下水道についてでござい

ますが、本地区は西那須野地区有数の観光資源と

なる乃木神社がありまして、また桜の名所となっ

ているところでございます。こういうことから、

工事に対する社会的影響が懸念され、現在、工法、

工事実施時期等の検討を進めているところでござ

います。 

  整備次期につきましては、今後の検討結果を踏

まえ、平成18年度の中で、乃木参道及び参道に接

続する道路の隣接地域住民などを対象に説明会を

行い、合意形成を図った上、平成19年度から順次

整備してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 私からは、３点目

－285－ 



の障害者自立支援法について、順次お答えいたし

ます。 

  自立支援法の実施に当たっての障害別の対象者

と、それぞれに対する福祉施設数についてお答え

をいたします。 

  17年４月現在でありますが、身体障害者手帳の

交付者数は3,486人、知的障害者の療育手帳の交

付者数は522人、このうち児童が147人であります。

精神障害者保健福祉手帳の交付者数が152人で、

合計4,160人であります。 

  また、障害者自立支援法による福祉サービスの

利用対象者の見込み数でありますが、身体障害者

で135人、知的障害者で303人、精神障害者は12人

を想定しております。 

  次に、障害別の福祉施設数についてですが、市

内の利用者の状況を申し上げますと、身体障害関

係では居宅サービスが13か所、施設サービスが12

か所、知的障害関係では居宅サービスが24か所、

施設サービス32か所、精神障害関係では居宅サー

ビス６か所、施設サービス２か所となっておりま

す。 

  次に、障害者自立支援法の施行にかかわる実施

計画についてお答えをいたします。 

  これまでの障害福祉サービスは、障害者自立支

援法による新しい制度に段階的に変わってまいり

ます。 

  平成17年度中のスケジュールの主なものは、国

からの提示に基づき、利用者への周知、説明、利

用者自己負担額の見直し手続、利用者負担額の決

定、市町村審査会の設置準備、旧居宅サービスで

ある居宅介護や行動援護サービス等のみなし支給

決定事務、現行居宅サービス事業者のみなし事業

者指定自立支援医療のみなし支給認定関係がござ

います。 

  また、４月以降、９月までの業務は、新体系

サービスへの移行にかかわる準備支給決定事務な

どがありまして、10月から自立支援法は完全施行

となる計画でございます。 

  ただし、旧法の施設入所者につきましては、平

成23年度末までに段階的に新体系に完全移行する

ことになります。また、サービス必要量の見込み

作業や事業所の参入調査、移行計画の策定等に基

づき、平成19年３月までに市障害者福祉計画の策

定を行うスケジュールであります。 

  次に、利用者自己負担でありますが、これにつ

きましては、一昨日、早乙女議員にお答えしたと

おりでございます。 

  福祉サービスを利用した場合、負担能力に応じ

限度額を設定した上で、利用者の１割負担を原則

としております。１割負担の費用は、利用した

サービス量に比例してふえますが、一定のところ

で頭打ちになるよう、所得によって月当たりの上

限額が設定されており、利用の量に応じて際限な

く負担がふえないようにする仕組みでございまし

て、応益応能の併用負担となっております。 

  このほか、入所者等の個別減免や施設サービス

利用者の負担となった食費、光熱費については、

低所得者の実費負担が軽減されるなど、きめ細か

い軽減措置がとられております。 

  次に、４点目の健康長寿センター内の実施訓練

についてお答えをいたします。 

  機能訓練につきましては、老人保健法に基づく

事業、いわゆる老人保健事業の１つとして国・県

の補助を受けて西那須野保健センターの事業とし

て実施をしております。40歳以上の地域住民で脳

卒中や、あるいは老化等で心身の機能が低下して

いて、医療終了後も継続してリハビリが必要と医

師が認めた方を対象に、閉じこもりや転倒の予防、

日常生活の自立の支援など、介護を要する状態に

なることの予防を目的に行っております。 
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  平成18年４月１日からの介護保険法の改正によ

り、介護保険法に基づく地域支援事業に移行され、

市においては同事業を地域包括支援センターに委

託をして実施する予定であります。執行面の実施

主体は、地域包括支援センターに移りますが、利

用者の通所等の利便性を考慮し、引き続き西那須

野保健センターを会場に実施できるように調整を

していきたいというふうに考えております。 

  以上で答弁を終わります。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） ありがとうございました。

それでは、順次再質問をしていきたいと思います。 

  まず、１項目目の施設振興公社の利用について

でございますが、現在の回答では、よいサービス

運営に努めている、それから今後、開催を早期に

考えている、また柔軟な対応、こんなふうなこと

が大枠のご答弁であったと思います。ただ現実に

これからのことはこれから方策を練っていくわけ

でございますが、今までの内容のことについて

ちょっと確認質問をさせていただきたいと思いま

す。 

  まず、一般的にはこの調整会議、教育委員会の

後援をとりつければ可能かもしれないと、こんな

ふうな一般的なうわさも住民の間にあるわけです

が、団体間にもあるわけでございますが、この辺

については、教育委員会の後援を取りつければ、

調整会議に関係なく受け付けができるのかどうか、

また、取りつける方法についてお伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 先ほどの調整会議に

出席する団体について、こういうふうな団体、市

も含めて、教育委員会も含めて参加してやります

というお話を申し上げましたけれども、教育委員

会が共催したり、あるいは後援を申し上げた事業、

活動などについては、教育委員会の主催事業と同

等のような運用をして、日程調整に当たるという

事例はございます。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） その件はわかりました。 

  次に、通常、年度年度で、例えば利用について

問題があった、不満があった、そんなような場合

には、この苦情、問題、こういったことを改善あ

るいは検討していく状態として、そういう委員会

的なもの、協議会的なもの、そういったものは施

設振興公社あるいは教育委員会の中にあるんでご

ざいますか。あれば、何回ぐらいやっているのか

お伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 個別の施設の具体的

なただいまのような事例について協議するといっ

た組織は設けられておりません。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） 今まで多分そういった問

題がきっと大きく膨らんで発生したことがなかっ

たのかもしれませんね。小さいうちに利用できな

いんじゃしようがないかと、利用市民があきらめ

たと、そういった傾向があるのかなと。実際にこ

ういうふうな問題が起きてしまえば、やはり何か

対応、対策きちんとしたものにしなければならな

いのかなと、こんなふうに思っておりますが、そ

の点について。 

  今度問題となってくるのは、運営していく中で、

やはりきちんとしたルールですか、あるいは施設

利用についての施設の管理者、あるいは職員の皆

さん、そういった中に、基本的に同じような統一

見解があるのかないのか、その利用について。そ

れについてお伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 議員のご指摘のとお
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り、利用調整会議というのは利用の円滑化を図る

ために運用として実際行われており、一定の効果

を上げてきたわけです。しかしながら、利用調整

会議は、ちょうどこの団体が問題を提起したわけ

ですけれども、４月の上旬にビッグイベントをや

ろうとするときには、その調整会議では応答でき

ないと、そういう決定的な欠陥も持っていた制度

であったわけですね。 

  現実問題として、毎年４月の上旬というのは、

先ほど申し上げましたような関係団体がビッグイ

ベントを行事予定に入れているという事例は極め

て少ないわけで、現実問題としては、大体あいて

いそうだという時期に該当しているわけです。そ

れを利用調整会議を盾にとって親切な応接ができ

なかったと。これは、いわば運用で行っておりま

す調整会議の効能を過信した余りの、住民の目線

に立った応接ができなかった結果だというふうに

考えております。 

  そういった反省をいたしまして、今回、４月、

５月の部分に対する柔軟な対応というふうな形で、

先ほどご答弁を申し上げました。今、ここでお話

ししたようなことについて組織内で議論し、改善

をしていこうというふうな意思統一がされたとい

うことでございます。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） 前進したということで、

私もうれしく思っております。ただ、１つ心配な

のは、やはり４月１日から指定管理者制度、こう

いった中へ移行していくのだと思いますが、指定

管理者制度の中で運営していく前に、規則とか、

あるいは考え方、こういったものをきちんと明確

に整備したほうがいいのかなと、こんなふうに思

い、質問をしているわけでございます。したがっ

て、私が調べた範囲では、例えば条例と規則につ

いてちょっと読み上げさせていただきます。その

上でちょっとご確認をいただきたいと思います。 

  例えば、那須塩原市体育施設条例、これは条例

でございます。この３条に、利用の許可。施設を

利用しようとするものは、那須塩原市教育委員会

の許可を受けなければならない、こういう簡単な

利用の条文ですね。 

  それから、今度は規則がございます。施行規則

ですね。那須塩原市体育施設条例施行規則、これ

の第４条、施設許可の申請ということで、体育施

設を利用するものは、体育施設利用申請書を教育

委員会に提出しなければならない。教育委員会は

申請書の受理とともに使用料を受領し、体育施設

利用許可証を交付する。教育委員会さんでよろし

いということになっていますね。 

  後に、那須塩原市にしなすの運動公園体育館

規則というのがあるんですね。これは施設の規則

なんだろうと思うんですが、これに初めて調整会

議という文言が出てくるんですよ。条例とか規則

にはなくて、体育館管理規則ですか、この中の第

４条に、利用の許可。体育館を利用するものは、

あらかじめ教育委員会の許可を受けなければなら

ない。これは同じなんですが、体育館利用申請書

を教育委員会に提出しなければならない。これも

同じですね。 

  ３項目目で、体育館の管理委託した場合、受託

者の許可を受けなければならない。これは指定管

理者か何か想定しているのかなというふうに思い

ますが、その後に第５条がありまして、初めてこ

こに定期または特定の期日を希望する者は、体育

館利用調整会議前に体育館利用希望申込書を提出

する。 

  前号以外の者は、受付に申し出の上、随時利用

することができる。利用調整会議前に申し込みを

すれば、定期または特定の日を希望する者は可能

である。全く条例規則の中では、いけませんよと
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いう内容は全く見当たらない、こういう状況があ

るわけですよね、現存して。このあるまま、やは

り指定管理者の中へ今度お願いしていくと。そう

すると、やはり同じような状況で指定管理者の

管理者の方々の判断で、また柔軟な対応とおっ

しゃっていますが、柔軟な対応が一番困ると私、

思うんですよ。明確に、ある程度規則とか条例を

直すつもりがあるかどうか、それをお伺いします。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 柔軟な対応と申し上

げましたのは、今定期的に利用する、この定期的

というのは、１週間に１回使いたいとか、月に１

回使いたいとか、ある意味、毎年１回ですけれど

も、必ず夏に使いたいとかというのも含めて定期

的にというふうなことではありますけれども、今

回の例のように初めて使うとか、そういった場合

にとっては、今の利用調整会議が、先ほど申し上

げましたようなネックが出てきてしまうというこ

とになるわけです。その辺の事情について、もう

少し初めて使う方の利用者の心情に立って、よく

相談に応じられれば、現実問題として毎年ぶつ

かっているところに想定される日にちでしたら、

これはこういうことですから多分だめですよとか、

もうちょっと前後なら大丈夫ですよ、具体的に利

用申請者側に立った運用の仕方というのはあるは

ずですので、その利用者と施設の利用の実態を勘

案した中で、できるサービスをしていくというふ

うなことだろうと思っております。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） ４月から翌年の３月まで

１会計年度、この利用に関しては特定の日、ある

いはここに書いてあるように、定期に利用する者

は何ら支障ないと思うんですよ。ただ、今回みた

いに４月の上旬から６月ぐらいまで、新年度の当

初に大きな利用をする場合に、今、私の趣旨でも

書いてありますけれども、やはり案内状を送付し

たり、いろんなものを印刷したり、事業の準備を

したり、 低３か月、４か月はかかると思うんで

す。３月で４月の開催では、かなりこれは無理が

できないと言ったほうがいいかもしれない状況だ

と思うんですね。 

  そういった部分の４月から６月ぐらいの問題に

ついて、調整会議を前倒ししてくれる考え方もあ

るかもしれないよという、そういう答弁でござい

ますが、また実際、どの辺に前倒ししてくれるの

か、この辺も伺っておかないと、また同じような

ことが起きたら困ると、こんなふうな気がして、

少ししつこく話を詰めているわけでございますが、

例えば、そうすると調整会議を前倒しをしていき

たいというふうな意向でございますが、いつぐら

い前になるのか、大まかなお答えができますか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 結論から言うと、で

きれば１月中ぐらいにはやりたいというふうに考

えておりますけれども、先ほど申し上げましたよ

うに、体育協会とか学校関係の行事が決まってく

るのが、例年２月、３月という実態がありますの

で、これを一気に１月にやるということがなかな

か非常に困難だと。すぐに早めるのは困難だとい

うふうなお話を申し上げました。団体の理解を得

ながら、調整会議を今３月の頭にやっていますか

ら、２月の中旬とか２月の上旬に来年は調整会議

をやりますよと、それまでに各団体は次年度の計

画をできるだけ早く立ててください。やがては１

月にはやりたいという、そういうことをいろんな

各種団体に伝えて取り組む体制をつくりかえても

らわなくちゃなりませんので、一気には難しいと

いうふうなお答えを申し上げました。できれば、

１月ぐらいにはやりたいという考えでございます。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 
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○２４番（植木弘行君） ありがとうございます。 

  私も参考資料として、県のほうは施設利用に関

してどんなふうになっているのかなと、こんなこ

とでちょっと簡単に調べてみたんですが、栃木県

のほうでは、各施設、体育施設等を利用する場合

については、12月あたりに各利用者あるいは団体、

そういった方に利用の申し込みという通知を出し

ているんですね。その通知の期限は１月の16日

だったと思うんですが、１月の半ばですね。12月

に出して、１月の半ばまでに４月以降の予定につ

いて予約申し込みをしてくださいよと、こういう

ふうな対応をなされているようです。その１月16

日に必着になったもので重複するようなものがあ

れば、その中でその重複者と調整をして、調整会

議は２月の上旬に県はやっているらしいですね。

だから当市よりも１か月早く、ただその準備段階

として予約の申し込みを12月に発送して、１月の

半ばに締め切って、大体どういうふうな予定にな

るのか大枠のところはつかんでおると。その中で

あとは団体等の調整をして、２月の上旬には大体

本決まりに近い状態になる、こんなふうな状況に

なっているみたいです。だから、そのような体制

ぐらいにせめて組んでいただけないかなというふ

うに考えるわけでございますが、いかがでござい

ますか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 先ほど申し上げまし

たように、各関係団体の理解を得ながら順次早く

するということは、今のような作業が伴ってくる

というふうに考えております。 

○議長（髙久武男君） ここで、昼食のため休憩い

たします。 

 

休憩 午後 零時００分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の追加 

○議長（高久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） たびたび申しわけ

ございません。先ほどの髙久好一議員の一般質問

に対する答弁の中で、私の言葉足らずな点があり

ましたので、追加をさせていただきます。 

  資格者証交付者について、能力があるのにもか

かわらず納入しない方に対して悪質滞納者と考え

ているものでございまして、すべての人ではない

点を追加させていただきます。 

  よろしくお願いします。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） 午前中に引き続き、再質

問をさせていただきます。 

  大体大枠では話が煮詰まってきたのかなという

感じはしております。市民にとって、あるいは市

の団体の皆さんにとって、今までなかなか思いど

おりにいかなかったものが、一歩、二歩前進しそ

うな気配なんで、大変うれしく思っております。 

  この件については、ぜひ県の例も挙げましたが、

那須塩原市で真摯に受けとめて、必ず４月、６月

あたりでも十分団体の利用が可能になるように努

力していただきたいと、このように思います。 

  この件についてはこれでよろしいんですが、条

例の中で、もう１つ２つ私のほうで疑問に思って

いることがありますので、関係条例でございます

ので、質問をさせていただきます。 

  まず、那須塩原市体育施設条例なんですが、こ
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の条例を見ますと、条例の 後に備考というのが

ございます。この備考の中に、(3)入場料を徴収

する場合の使用料額は、使用料の50倍とする。こ

れは多分、市内の一般団体の方が会場を使用して、

入場料とか参加料を取って物事を主催する、こう

いった場合の使用料を規定しているんだと思うん

ですが、通常の使用料の50倍とすると。これは一

般の民間人団体ですね。 

  もう片方、(4)がございまして、こちらには営

利を目的とする団体の場合は使用料を20倍、今度

は商売で何かの展示とかそういうものをして、商

売をする場合には20倍と。 

  民間の那須塩原市の市民、団体が利用する場合

には50倍で、商売として利益を上げる団体が使う

場合には20倍、この辺がちょっと私、納得いかな

い部分があるんですが、これについての根拠はど

ういうふうになっているのか、一応ご説明いただ

きたいと思うんです。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 体育施設条例ですの

で、該当するのは三島の体育センターの体育館な

どのことだと思います。 

  まず、普通の目的利用よりも多くいただくとい

う、50倍、20倍と設定している部分については、

基本的には使用料そのものが新しく設定した使用

料でして、にしなすの運動公園の体育館などと比

べて、 終的にはどうかということで使用料を設

定したわけであります。ただ、その使用料が建築

コストから比べて割り出してきた使用料に比べて、

実際の使用料が著しく安いというふうな利用に

なっておりますし、目的外の利用にあっては、そ

れに近い使用料をつまり建設コストから割り出し

た使用料に近い使用料のものをいただきたいとい

うものの考え方で倍率を高く設定したということ

が、一つ根本的にはあります。 

  それから、入場料を取って行う場合というもの

は、例えば想定しているのは、体育館ですので、

プロレスとかそういう興行といったものを予定し

ております。したがいまして、その興行的に使わ

れるといったものに対しては、基本的には今の50

倍の入場、要するに施設使用料をいただきますと

いうふうな設定の考え方を持っておりました。 

  それから、イコール営利を目的としたものと対

して違わないんじゃないかというふうな考え方で

ありますけれども、もう一つは、営利を目的とし

たというふうな場合の想定は、いわばフロアを借

りてちょっと品物の展示会をやるとか、そういう

ふうなイメージを持っております。そういうこと

で、そういう場合には20倍というふうな設定の仕

方をしましたけれども、具体的に20倍、50倍の違

いの根拠について、現在ちょっと資料を持ち合わ

せておりませんので、具体的な回答は差し控えさ

せていただきたいというふうに思います。何十倍

といただく根拠だけはお話し申し上げて、ご理解

を。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） それでは、いろいろ開設

当時からの経過とか考え方とか多分あるんだと思

うんですが、現実に例えばの話、どこかのダンス

の団体がダンスの会場として使いたいんだと。だ

けれども、いろいろ諸掛かりがかかるものですか

ら、例えば1,000円ぐらいずつ徴収したと。それ

で300人集まったと。こういったような状況を考

えますと、この入場料を徴収する場合、こちらの

ほうに該当すると思うんですよね。 

  そうすると、例えばの話なんですが、これがア

リーナあたりのことを考えると、１時間大体

1,000円だと。８時間借りたとすると8,000円、

8,000円の50倍というと40万、こんなに払って市
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民団体が利用するなんというのは、まず不可能だ

と思うんですよ。そういった場合には、今度は下

の営利を目的とした利用になるんですか。これも

ちょっと私理解できないものが出てくるんですが、

だから営利を目的として使用する場合、それから

一般の団体が入場料を徴収して利用する場合、今

の時代に合った内容について、もう一度ご検討い

ただいて、この辺を改正していただくようにお願

いしたいんですが、これについては十分検討して

いただけますか。どうですか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 先ほど申し上げまし

たように、イベントを開くに当たって、例えば

100人の方が参加して一つの大会を開く、大会運

営のためには大会参加者から１万円をもらった

100万円を集めて大会運営にすると、この大会参

加費の部分と、そのイベントを興行として見物に

来る人から入場料をもらうということは、基本的

には別のことと考えておりますので、もしそのイ

ベントを見せ物として一般の観覧者からお金を取

るといった場合には、基本的には入場料を取る行

為というふうに解釈をいたします。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） そうすると、みずから参

加者が、例えば会費を払って出るような場合には

これに当たらないと、こういう解釈でよろしいん

ですか。でも、この辺が非常に文章上、不明確で

すよね。一般的に入場料を徴収する場合はと、い

ろんな団体でいろいろ入場料、あるいは参加料を

徴収する、こういうふうな場合、十分あり得ると

思うんですよ。映画を開いて、映画の入場券を

売って、その入場料をもらうというのと、また自

分が直接参加してスポーツあるいは文化に親しむ

と、これまた違うと思うんです。だから、その辺

をよく区分けしていただいて、よく検討していた

だいて、この条文について少し納得できるような

条文にしていただきたいなと、このようなことを

お願いしておきたいなと思います。 

  きょうの場合については、これ以上にこの話を

進めても、お互いにまだ検討をするかしないかわ

からない、あるいは根拠についてもはっきり適切

な状況で説明できたのか、あるいは受けとめたの

かわからない。だから一応よくこの辺検討して、

問題ないように修正していただきたいと、こうい

うことを強く要望しておきたいと思います。 

  それと、もう１点あるんです。もう１点、やは

りこの市内参加の場合と市外からの利用の場合、

一般住民だったり、市内と市外ということで、こ

れ３倍ぐらい違うことになっていると思うんです

が、この倍率についても適正かどうか、市外あた

りからの状況、例えば大田原のほうへ那須塩原市

が行った場合、あるいは矢板のほうへ行った場合、

あるいは矢板、大田原がこっちへ来た場合、その

辺、料金的にもある程度合っているのかどうか、

あるいは適正なのかどうか、その辺も規約、規則

を全面的にまずい部分を見直す状況の中にあると

思いますので、見直しの中にまぜていただきたい

と、これも要望でございます。 

  それでは、今後ぜひ年度当初にも一般市民団体

が利用しやすいように、できるだけ改善を図って

いただきたいなと。全体的な要望をして、この項

を終わりにしたいと思います。 

  続きまして、下水道事業でございますが、西部

地区については、調査の結果、大変国の基準まで

至っていない、厳しい状況であると、これ答弁の

中で理解いたしました。 

  問題なのは、そうすると、農業集落排水、この

事業がちょっと難しいということでございますの

で、合併浄化槽でやっていくのか、あるいはほか

の方法が考えられるのか、いずれにしても、住民
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の説明会を持ったり、あるいはアンケートをとっ

たり、そういうことの中で今後検討していくとい

うことでございますので、よりよい検討をしてい

ただいて、検討の結果、ぜひ早目に関係住民に周

知をしていただきたいなと、このように要望して

おきます。 

  それと、乃木神社参道、これも気がかりの問題

であったわけでございますが、北那須流域下水道

も既に入っているわけでございますね。入ってお

りますので、さらに今年度、乃木神社のわきに静

沼というのがありまして、沼のわきを特定環境公

共下水道工事、多分やっておられたと思います。

そうすると、乃木神社の山の上ですか、あの辺

の下水道をこっちの北那須流域下水道、あるい

は本管のほうへ結ぶための工事なのかなというふ

うに私思ったものですから、権現山のところの頂

上付近の20軒ぐらい多分団地があると思うんです

が、それからさらにそれよりちょっと手前で乃木

ニュータウンですか、あそこの200軒か300軒ぐら

いあるんだろうと思うんですが、あの辺の下水道

整備に関してはどんな状況になるのか、それをお

伺いしたいと思います。 

  それと、一区のなんじゃもんじゃ通り、幹１の

14ですか、ここで今特環の下水道工事が汚水管渠

本管なんだと思うんですが、これ今工事多分やっ

ていると思うんですが、これが二つ室のほうへ上

がってくるんだと思うんです、計画が。それでさ

らに旧西那須野地区の緑１丁目、こちらのほうに

対応するように工事が進んでいくのかなと、こう

いう感じを私認識しております。 

  それと、さらになんじゃもんじゃ通りのほうか

ら一区のたて道、ここにも上がるような計画があ

るようにもお伺いしているわけでございますが、

この辺を含めて両方、今後の実施計画、どのよう

な計画になっているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） ３つほどございます。 

  乃木神社の北になりますか、確かに分譲団地が

かなりございます。そういう中で、現在、あの場

所につきましては、蕪中川の県でやっている河川

改修あわせて道路改良もしておるところでござい

ます。そういう中で、下水道も逐次あわせてそれ

と布設をしているという状況でございますので、

そういうものを勘案しながら、その団地について

は近い将来布設をしたいと、このように考えてお

りますけれども、団地内に私どもありますので、

そういう道路の対応も含めて進めないと、なかな

か入ってこないだろうと思いますので、それもあ

わせて処理をしていきたいと、こういうふうに

思っております。 

  あと一区町のなんじゃもんじゃ通りですけれど

も、これも昨年度から本管を入れているわけでご

ざいまして、今ご指摘のように、それから北とい

いますか、上の市街地のほうに上がってくる管も、

現在1,000ｍ以上布設を完了してきております。

そんなことから、継続してこれを上に延ばして

いって、今ご指摘の地区についても近い将来管を

布設し、使用できるようにしたい、このように考

えております。 

  あと１つ、たて道の話でございますけれども、

これは現在認可区域に入ってございます。要する

に認可外なものですから、現在認可期間は平成22

年度と、こういうことになっておりますので、少

なくとも22年度までには完了といいますか、布設

はできないということになります。ですから、か

なり先の話になるだろうと、こういうふうに考え

ております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 
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○２４番（植木弘行君） ありがとうございます。 

  それで、乃木ニュータウン、権現山の山頂あた

りですか、この辺について近い将来、あるいは団

地の中に市道がかなりあるんで、その辺は調整し

てということでございますので、やむを得ないの

かなと思いますが、この近い将来というのは、二、

三年ぐらいを指しておるのか、あるいは五、六年

ぐらい指しているのか、それとなんじゃもんじゃ

通りから二つ室、緑、この辺ですね、これも近い

将来でございますが、二、三年の近い将来なのか、

五、六年かかるのか、あるいはそれ以上かかるの

か、その辺大枠で結構でございますから、お願い

します。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 期間の問題でございま

すけれども、ただいま申し上げましたとおり、事

業認可の今受けている期間が平成22年度まででご

ざいます。ですから、少なくともその辺までには

完了したいと、このように考えています。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） 了解でございます。あり

がとうございます。 

  それと、ちょっと質問漏れしたんですが、もう

１か所、大事な私の地元でございます下永田なん

ですが、下永田の６、７、８ぐらい、緑のあるい

は２丁目ぐらい入るんでしょうかね、７、８か緑

２丁目か、この辺の下水なんですが、大田原第１

処理分区と、こういうことになってきているんで

すね。そうすると、こちらのほうで勝手に計画を

立てて勝手にできない状況なのか、あるいはどう

いう状況なのか、その辺の概況と工事の計画につ

いて、あればお伺いしたいんですけれども。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） この地区につきまして

は、今ご指摘のありましたように、大田原の処理

区に入ると、こういうことになっています。この

地区と石林のいわゆる２地区については、大田原

さんにお世話にならないと入れないと、こういう

状況でございます。 

  事情は町時代の話なものですから詳しいことは

わかりませんけれども、いずれにしても事業認可

地区に入っておりますので、大田原さんとよく話

をして、一日も早く協議が調うような努力をした

いと、このように思っております。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） 地元なんで大変困ってお

ります。ぜひ大田原さんとよりよい話をして、実

施に向けて計画ができるようにお骨折りをいただ

きたいとお願いいたしておきたいと思います。 

  あと、肝心な乃木神社参道部分ですね。19年度

あたりに事業を実施してくれるということでござ

いますので、うまく計画ができますように、また

住民の了解が得られますように、これを期待した

いと思っております。 

  以上で、下水道のほうの部門は終わりたいと思

います。 

  それと、障害者自立支援法については、ちょっ

と２行ぐらい飛ばして読んだそうでございますの

で、これは質問通告書のとおりということでご理

解をいただきたいと思います。 

  また、質問の内容につきましては、ほとんど早

乙女議員さんの質問にお答えになっておりますの

で、私のほうからは今回については質問は省略し

たいと思います。 

  続いて、４番目の健康長寿センター内の実施訓

練について。これもいいお答えをいただきました

ので、ぜひ現在通っておられる方々、特に回復も

少し見込まれるような方々がおりますし、利便性

も考えて、今後も西那須野長寿センターの中で、

受け皿はどこになるかそれはわかりませんが、実
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施場所はあそこで実施していただきたいと、この

ように強くお願いして、この項についても終わり

にしたいと思います。 

  後に、新市建設計画に基づく社会基盤の整備

事業としての主要道路の整備について、これは１

点だけ私のほうからちょっと再質問させていただ

きます。 

  これは、合併時に合併の協定書、あるいは建設

計画、こういった中で、主要道路網の整備の内容

をよく認識しております。特に関連するのは、西

那須野地域で上のほうは井口の工業団地のほうか

ら橋を渡って那須塩原市駅北側に道路が通ってお

りますが、特にＪＲ線南側、これが全く一体化す

る道路改良がないと。こういうことで、新南郷

屋・下厚崎線、今新南になりましたが、この道路

改良をぜひ実施してもらいたいと、このように

思っております。 

  先ほど、道路整備基本計画、これを策定すると、

この中には入っているのかどうか、それと優先順

位を考えるということでございますが、ぜひ１位

にしていただきたいと、これについてご答弁いた

だきたいと思います。 

○建設部長（君島富夫君） 合併協の絡みでござい

まして、新南郷屋・下厚崎線の幹線道路というこ

とです。 

  これにつきましては、ただいまも申し上げてお

りますように、道路整備基本計画を現在立ててお

りまして、素案ができた段階でございます。そう

いうことで、20日の全員協議会のほうに素案をお

示しをしてご意見等をいただいて、市民の皆さん

にもお示しをしたいと、このように考えておりま

す。 

  そういう中で、路線としては当然入ってござい

ます。ただその優先順位につきましては、どこが

という話じゃありませんので、とりあえず今考え

ていますのは、10年以内に着工できる部分のもの

を路線名を挙げて道路整備基本計画の中でやって

いきたいと、このように考えておりますので、少

なくともその中には入ってございますので、ご期

待をいただければと、このように思っております。 

○議長（髙久武男君） 24番、植木弘行君。 

○２４番（植木弘行君） ありがとうございます。

期待してくれということでございますので、全身

全霊で期待しておりますので、また西那須野ＪＲ

南側住民は西那須野地域の中でも４分の１から３

分の１ぐらいの人口を占める大きな地域でござい

ます。この地域の反対なくして一体化は図れない

と思いますので、ぜひ前向きによろしくお願い申

し上げます。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） 以上で、24番、植木弘行君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 室 井 俊 吾 君 

○議長（髙久武男君） 次に、32番、室井俊吾君。 

〔３２番 室井俊吾議員 登壇〕 

○３２番（室井俊吾君） 32番、室井であります。

平成18年度第１回那須塩原市定例会において、市

政一般質問を行います。 

  早いもので、平成18年の３月になってしまい、

桜の花の便りの季節となってしまいましたが、平

成17年度も終わろうとしております。災害、事件、

また県内では小学生の痛ましい事件などがあり、

余り明るい17年ではなかったように思われます。 

  また、景気のほうはまだまだのようで、合併１

年になる那須塩原市としても、市民に対し少しで

も明るい住みよい市になるように、市長さんを初

め、市職員皆様方の努力に感謝するとともに、今

－295－ 



後とも那須塩原市のために頑張ってくださるよう、

お願い申し上げます。 

  まず、１番の質問で、企業誘致についてであり

ますが、このことについては、私は常に考えてい

ることであります。 

  市に活性化をもたらすことには も大切なこと

だと考えております。大人は働いていないとだめ

だと思うし、働いていることで家庭を持つことも

できるし、また子供を育てることもできると思い

ます。また、働くことによって、税金も納めるこ

とができるわけであります。その税金を利用する

ことで、道路を初めとする公共施設をつくること

ができるわけであります。小学二、三年生ぐらい

で学ぶぐらいのことを言ってしまいましたが、私

はごく普通の当たり前の生活ができる那須塩原市

にしたいと考えております。 

  そのためには働く場所、すなわち企業誘致が

も大切なわけであり、活気にもつながる施策であ

ると考えます。 

  そこで、①の現在、那須塩原市（旧１市２町）

工業団地という団地はどのくらいあるか伺いたい

と思います。 

  次に②ですが、企業誘致に必要な水、電気、排

水等は心配ないでしょうか。 

  ③今後の課題や施策をどのように考えているか

であります。 

  次に、２番の東那須産業団地の件ですが、①県

の企業局の団地ではあるが、那須塩原市としてど

の程度関与することができるのか、現在も関与す

ることができないのかであります。 

  この前、平成13年12月の一般質問のときには、

余り関与はできないということでしたが、産業団

地となり企業局になったのですから、市でも関与

できるようになったのか伺いたいと思います。 

  ②現時点における企業進出の話はあるのか。も

しあるとしたら、実現するのか伺いたいと思いま

す。 

  次に、３番の旧穴沢小学校の件ですが、①現在

の旧穴沢小学校校舎（へき地保育所）跡地はどう

するのか、何か考えはあるのか聞きたいのであり

ます。 

  ②市では地元と相談の上、方針を決めたいとの

ことですが、その後どのようになっているのか伺

いたいと思います。 

  これで１回目の質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 32番、室井俊吾議員の質問

にお答えをいたします。 

  まず、企業誘致についての質問にお答えをいた

します。 

  現在、市内においては８つの産業団地、工業団

地があり、総面積は136.6haであります。このう

ち、東那須野工業団地の19.3haと下厚崎第二工業

団地の0.86haが未分譲地として残っております。 

  次に、工場誘致に必要な水、電気、排水に関す

る質問でありますが、東那須野工業団地につきま

しては、排水の制限があることから、大量の水を

使用しない業種の立地を想定いたしております。

そのほかについては特に問題はないと思われます。 

  今後の課題といたしましては、未分譲地の分譲

を促進すること及び分譲済団地にある未利用地の

活用を図ることなどが重要な課題と考えておりま

す。このため、企業が立地しやすいよう、実情に

合った制度の検討を進め、優良企業を誘致し、景

気の活性化に努めていきたいと考えております。 

  次に、東那須野産業団地についてお答えをいた

します。 
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  まず、東那須野産業団地の改良についてであり

ますが、この団地は市の要望に基づいて企業局が

整備し、分譲しているものであります。企業の誘

致についても、企業局と市が連携して進めておる

ところであります。 

  次に、県企業局は一昨年の8月に団地の名称を

東那須野産業団地に変更し、製造業にこだわらな

い多くの業種の受け入れを見た誘致活動を進めて

おります。 

  現時点で幾つかの企業からの引き合いがあり、

市としても地域活性化につなげる企業であれば受

け入れたいと考えております。 

  現在、県企業局が市の要望を踏まえ、誘致に向

けての話を進めておるところでございます。 

  このほかにつきましては、市民福祉部長から答

弁をいたさせます。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 私からは、３項目

目の旧穴沢小学校について一括してお答えをいた

します。 

  へき地保育所は、平成16年３月31日をもって閉

園いたしました。その後の活用について地元の意

見、意向を聞いてみましたけれども、使用予定等

はないとのことから、当分の間、市の普通財産と

して管理していく予定でございます。 

  以上で答弁を終わります。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） 市長さんのお話の中にあ

りましたが、それだと思いますけれども、厚崎団

地を私、前に見たんですが、0.86ha、これは 近

の企業誘致に板室街道付近にもかなりそれらの工

場とか、いろんなスズキ産業とかという工場も見

えるんですが、厚崎の工業にできた0.86haはどう

して売れないんでしょうか。値段の相違で企業が

来ないとか何かあるならば、どうして厚崎の工業

団地に企業が入ってこないんだか、その点につい

て何か邪魔しているものがあったら、邪魔という

か、害になるものがあって来ないんだか、お聞き

したいと思うんです。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） では、お答えいた

します。 

  下厚崎の第二につきましては、先ほど市長のほ

うから答弁しましたように、３区画で約8,600ほ

ど今、未分譲で残っております。その残っている

理由という議員の質問でございますが、いろいろ

今までの景気等の影響もありますし、分譲地その

ものの分譲価格等もあるんだと思います。 近に

なりまして、企業庁が市のほうに何社か来ており

まして、当初からその分譲地を売買するのでなく

て、リース等の方式とか、そういうふうな分譲の

方式を今検討しておりますので、そういったのが

可能になればある程度の立地はできるものと、こ

のように考えております。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） 売るとかではなくて、厚

崎の場合は何かを考えているということなんです

が、厚崎、東那須野産業団地についてはまた後で

質問することにして、今ある西那須では３か所ぐ

らい大きな団地ができていますし、塩原でも、な

んか事件にそういう工業団地のようなところがあ

るということなんで、私、勉強不足でよくわから

なくて、質問の段階になって初めて皆さんに聞い

たところ、完売しているんだということで、今、

市長さんの方から完売してあるということなんで

すが、私、歩いてみますと、全部ができていると

は思えないところがあるんですよね。市長さんの

お話の中に、できてないところもあるということ

なんですが、そういうところがあるのにもかかわ

らず、なるべく早く私にしてみればつくっても
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らってということなんですが、なぜ企業はそうい

うところに誘致しても来ないのか、その理由など、

もし完売してあるのに来ないということの理由が

わかっていたら、お願いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 西那須野の３工業

団地については全部分譲済みで、それぞれ企業が

立地をして、操業をしております。 

  議員おっしゃるのは、関谷の工業団地の件だと

思うんですけれども、関谷の工業団地につきまし

ては、分譲は全部完了しております。ただ、分譲

をしておりますが、工場そのものがまだ進出をし

てこないというのが２件、あと操業をしていない

というのが１件で、３件で約19町歩ぐらいあるん

ですけれども、そのほか、関谷の工業団地等につ

いては、その会社の方針で緑地を残している会社

等も相当あるものですから、道路から見た場合に

随分あいているなと見えるのがあると思うんです

けれども、関谷の工業団地はそのようになってい

ます。 

  そのほかの工業団地につきましては、東那須野

産業団地と下厚崎の第二を除いてはみんな分譲は

済んで、それぞれ企業が操業をしております。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） ただいまのお話ですと、

完売ができているうち、できていないのは関谷だ

という話だったんですけれども、私にしてみれば、

なるべくそういう企業は来てもらいたい、そして

働く場所を那須塩原市の市民に与えたい、私はそ

れが常日ごろ思っていることなんで、井口あたり、

どう見ても 近かなりの建物も建っているし、眺

めて見ると、ああすばらしいなと思うところがた

くさんあります。旧西那須野については本当に早

くからそういう工業団地をつくって調整している

ということで、大変私は旧西那須野町民について

は、考え方がすばらしかったんだなと。それに比

べ、黒磯の場合はほとんど団地などはないという

ことなんですが、真っ先にまた上郷屋工業団地で

すか、少ないけれども、つくっておいたというこ

とで、大変ありがたいとは思っております。 

  次に、水の件に移りたいと思うんですが、水と

か電気、そういうことでは余り差し支えはないん

だという返事なんですが、これから来る企業につ

いて、もしそういう企業に対して水に不足を感じ

るとか、電気は恐らく東京電力に任せておけば大

丈夫だと思うんですが、水、あるいは排水等に

限っては、十分心を使っておられると思うんです

が、そういう点について、水ということになると、

私は水はいっぱい余ってしようがないんだなと思

うぐらい、学園都市の計画において、うちのほう

の水を持っていってしまったと、旧西那須野の人

はずるいというのが私たちの考えだったんですが、

今度そういう企業とかそういうものが来たとき、

あの水どうしてたくさん使えないのか。その辺の

ことの理由は何かないですか。何かないですかで

はなくて、使える方法、今、私の聞くところによ

ると大田原でつくっている工業団地ですか、東芝

までとか富士電機のほうまであの水は行っている

という話なんですが、あの太い砂尾川をこしてい

る水が、どうして那須塩原市でも自由に使えない

のか、その辺の理由、もしあったらばお聞きした

いと思います。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 先ほど市長のほう

から答弁がありましたように、要するに水、電気、

排水等で若干の問題があるのが、東那須野産業団

地の、これは排水で、上水道等については問題な

いと思います。ただ水についても工業用水という

のはございませんで、東那須野産業団地あたりで

工業用水を使う場合は地下水を利用すると、その
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ようになると思いますが、いずれにしても、水を

使えば排水等があるものですから、工場排水等に

ついてはいろいろ下流等の関係もあるものですか

ら、一概に出るものを全部流すというわけにはこ

れいかないんで、一例を申しますと、西那須野の

３工業団地の工場排水等については、大田原との

協定で、本当に厳格な毎年監視体制をしいて排水

をしているような状況なものですから、工場排水

はいろいろ難しいというのが現状でございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） 何でも事を起こすという

ことになると大変なことで、私から見ると、水は

もう那須塩原市の場合は10万都市のために旧西那

須野のほうに行っちゃっている水、あれがまだま

だ余っているんじゃないかと予想したんですが、

そういうことになるとなかなか問題が出てくると

いうことで、事を起こすと大変なことになるんだ

なということで、あと排水が問題で、確かに工場

を誘致すると排水が問題だと思いますが、もしそ

ういう誘致のために来たときには、執行部として

本気になって相談に乗ってやって、なるべく企業

の誘致に頑張ってもらいたい、そんなように思い

ます。 

  ③に進みますけれども、この前にも13年度のと

きの藤田市長さんの時代に私は言ったんですが、

工業誘致、企業誘致に関しては、１人ぐらいの職

員を優秀という言葉を使っちゃいけないんですが、

優秀な職員を使って、企業誘致をしたらどうです

かという意見を出したことがあるんですが、その

ときには断られてしまったんですが、そういう企

業誘致専任の職員を置く考えがあるかないか、市

長さんのほうでもし考えがあったらば、お聞きし

たいと思うんですが。 

○議長（髙久武男君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） まず、水の問題が出ており

ましたので、若干その点について触れておきたい

と思いますけれども、先ほど話がありました、多

分言っているのは那須疎水の話かなというふうに

認識をいたしております。 

  あの水につきましては農業用水でございますの

で、工業には使われていないというふうに認識を

しておりますので、ご理解をいただきたいという

ふうに思っております。 

  あとは、今度は工業誘致についての専任の職員

を置いたらということでございますけれども、現

在のところ置く考えは持っておりません。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） 前の市長さんと同じ、専

任のあれは持たないということで、確かに専任の

職員をおいても果たして企業が来るかということ

で、これはそういう問題だから多分来ないとは思

いますけれども、今後ともそれに近いようなそう

いう話が出たら、専任できるような人をできるだ

けお願いしたいと思います。 

  私、18年度のためにそういうことも考えていた

んですが、何か新聞等で福田知事さんのことで、

今度は企業誘致補助金、大幅に増額ということで、

18年度から上限が30億円ということで新聞に載っ

ていたことなんですが、私が思っていることと同

じ考えをしているんだと思いますが、補助の増額

で県内産業の活性化の目玉に挙げたと書いてあり

ました。後のほうに書いてあったことなんですが、

今後はデジタル関連や情報通信、あるいは関連な

どの成長企業へ進出を呼びかける考えだと。その

一環として、企業を誘致し、企業誘導対策費

1,400万円を計上したと、こんな話が、知事さん

の考えで今年からやるような話が出てますけれど

も、そういうことで、この那須塩原市に知事さん
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のほうから、そういうことで今度やるよというよ

うな話があったかないか、お聞かせ願います。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 県のほうでも18年

度からの事業ということで、知事の新聞だったと

思いますが、県議会もまだ終了していない、18年

度の予算もまだという状況なものですから、今の

段階で私の方へはそういうあれは入っておりませ

ん。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） 続きまして、２番に移り

たいと思います。 

  産業団地、19haの件についてなんですが、この

件についてはこの前の代表質問の中で平山議員さ

んが聞いてあるんで、私のほうからは余り聞けな

いことなんですけれども、その中で、何かあのと

き、何件かは来ているんだけれどもという話で、

あとはもう濁したような答弁をもらっていたんで

すが、今東那須野産業団地にはもしそのような話

があって、差し支えなければ、企業とかなんかそ

ういうもので来てくれるという話があるのかない

のか、まず聞きたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 企業局の情報等に

よりますと、一昨年の８月に名称を変更しまして、

商業圏を受けるというような方針に転換したわけ

なんですけれども、そこら辺で商業系の進出の要

望とか、そういう企業が出ているというお話は聞

いております。そういった企業に対しても、これ

からいろいろな募集等、そういうのは進めていく

というのも、企業局で今現在考えているような状

況でございます。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） 商業系のお話があるとい

うことで、本当に何でもいいから企業が来てくれ

るといいと思います。 

  あそこは今だれでもが知っているとおり、イン

ターができるということで、本当に場所としては

高にいいところなんです。それでいえば、県の

産業団地ということなんで、余り那須塩原市では

進んでというほどでなくて、余り口は出せないと

は思うんですけれども、今度はそういうことで出

せるようになったように私は感じておりますので、

今後、東那須野産業団地についても本気になって

やってもらいたい、そんな感じを持っています。

知事さんもそのように力を入れるということなん

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

  ２番の実現性というものは、今の話でかなり実

現性は近いのかなと大変喜んでいるところでござ

います。できるだけよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  それでは、３番の穴沢小学校の件なんですが、

小学校が閉鎖した後、へき地保育所があって、今

言われたように13年度の３月にやめているという

ことで、あそこ、私、近いものですから、ちょい

ちょい通って見ているんですけれども、あのまま

にしておくということになりますと、草だの何だ

の生えてしまうんじゃないかと思うし、いろんな

形で掃除などもしなくちゃならないかと思うんで

すが、今現在、あの小学校跡地に対して草刈りな

どとかそういうものは、どなたがやっているとい

うこともないんですけれども、だれがやっている

んですか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  昨年の８月４日でしたか、高林公民館で行われ

た市政懇談会の席でも、地元の方からへき地保育

所の跡地、旧穴沢小学校の跡地の有効活用をどう

かというような意見もございまして、私どもも現

地を確認してまいりました。もう使えないような
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一部備品が旧校庭等に放置されて大変危険だなと

いうような状況を見てまいりましたけれども、市

民福祉部の職員の中で、草刈り等の除草作業は実

施をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） 職員とかだれかがやって

いるということなんですが、そうすると、企業体

とかシルバー人材センターとかは使ってやってな

いんですか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） そういうことで管

理費用として予算に計上してなかったものですか

ら、あのまま放置したんじゃ、やはり現在のとこ

ろ行政財産ですから、管理責任もございますので、

担当職員が草刈りをしたというような状況でござ

います。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） そういうことで担当職員

がやっているということなんで、お金はそんなに

かからなくて済んでいるとは思うんですが、通っ

てみるとわかりますように、建物がありますよね。

その建物など、屋根が少し落ちかけているような

感じがして、危険じゃないかと思うし、もし悪者

といっちゃなんかしらないけれども、そこを住み

かにするようなことも考えられるわけですよね。

だからそういうことで、何かしなくちゃなと思っ

て、私も地元の人にも聞いてみたんですが、地元

としての話し合いにはどうしてもうまい案が出な

くて、地元としては何に使ってもできかねないと

いうふうな感じでお聞きしています。ですから、

あの建物は壊さないでおいて、ここ二、三年のう

ちにもし使えればいいんですが、二、三年のうち

に名案がなくて建物を建てておくということにな

ると、非常に今見れないというか、そういう面も

あると思うんで、そのことについて18年度中に何

か考えるとか、そういう考えを持っているという

ことはないんですか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） あの建物は、議員

ご承知かと思いますが、他の施設に転用というの

は、現在の老朽化した施設ですと、ちょっと不可

能だと思うんですね。ですから、18年度の中で解

体、その他の予算づけというのはしておりません

けれども、今後の中で少し様子を見て判断をして

いきたいと考えます。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） あの敷地もそんなに大き

くないからそうなんだろうと思いますけれども、

何か私も考えても、私らではとても頭がもう飛ん

でる体なんで想像つかないわけなんですが、何か

いいことがないかなと考えてはみたんですが、な

かなかそういうのが見つけられないんですけれど

も、老人施設とか、あるいは保育所などとも思っ

たんですが、保育所は少子化時代だから、それは

だめでしょうと思っているし、本当にああいう土

地は、企業などというとなかなかないんですけれ

ども、何か町場の人が来てあそこに住みついて、

毎年教えるような陶芸家とか、そういう声は那須

塩原市には問い合わせはないですか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） あの建物、あるい

はあの用地を特定して利用したいというような問

い合わせは、現在のところございません。 

○議長（髙久武男君） 32番、室井俊吾君。 

○３２番（室井俊吾君） あの土地も建物も、人が

住まなかったり利用しなかったりすると本当に早

く老朽化すると思うので、近いうちには何とかし

てもらいたいと、そんなふうに思います。 

  私の質問、これで終わりますが、よろしくお願
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いしたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

○議長（髙久武男君） 以上で、32番、室井俊吾君

の市政一般質問を終了いたします。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時０７分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 君 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

〔２１番 山本はるひ君 登壇〕 

○２１番（山本はるひ君） それでは、これからこ

の議会では 後の市政一般質問を行います。 

  先日の市長の市政運営方針において、その基本

姿勢の中には「市民の目線に立って、市民の声に

耳を傾け」とあり、施策の基本的な考え方の中に

は「住民参加による協働のまちづくり」という言

葉が入っています。それは合併後の那須塩原市の

将来像の実現のためには、行政主導ではなく、多

くの市民の意見を聞いて、知恵や力をもらって、

一緒にやっていこうという市政のあらわれだと

思っています。 

  今、那須塩原市総合計画審議会と那須塩原市行

財政改革懇談会が並行して開かれています。総合

計画審議会は、市が策定する市政全般にわたる総

合的な計画について調査、審議するために置かれ

ているもので、委員は30人、企画部企画情報課で

担当しています。 

  一方、行財政改革懇談会のほうは、行財政改革

大綱の策定と行財政改革の推進に当たっての提言

を求めるために設置したものです。こちらの委員

は15人で、企画部総合政策室の担当になっていま

す。 

  そこで、市民と協働によるまちづくりについて、

公募の市民が含まれている総合計画審議会や行財

政改革懇談会では、住民意思がどんな形で反映さ

れているか、行政の考え方がどのように伝えられ

ているかにポイントを置いてお伺いいたします。 

  まず、合併２年目ですり合わせの済んでいない

ことがあるにもかかわらず、つまり事務事業の一

本化ができていないのに、行財政改革懇談会を開

いて、部によって温度差のある事務事業の改革案

に対し、委員に意見を求める意味について伺いま

す。 

  次に、総合計画審議会や行財政改革懇談会など

には、関係団体から推薦された市民や公募による

市民が入っています。その人選はどのように行っ

ているのか、その選出方法について伺うものです。 

  また、そこで出された意見や提言は、今後の計

画や改革に生かされる仕組みができているのかど

うかお伺いするものです。 

  続いて、そのほかの審議会、協議会、懇話会な

どについては、そこで話し合われたことや提言が

まちづくりにどのように生かされているのかお伺

いいたします。 

  次の質問になります。 

  それは補助金や交付金、県や他の市町との協議

会や団体に対する負担金についてです。補助金や

交付金については、合併協議会において、団体及

び事業に対するものについては、その事業目的、

効果を総合的に判断し、従来からの経緯や実績等

にも配慮しつつ、新市において公共的必要性、有

効性、公平性の観点に立ち、検討する。また、個
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人に対するものについては、対象範囲、地域性、

財政的負担等を考慮し、公平性が保たれるよう調

整するとしました。 

  市の単独補助金や交付金にあっては、個人への

補助金については、合併時に統合したものが多い

のですが、団体に対してのものは、合併以前のま

ま新市に引き継がれたものがほとんどだと思われ

ます。そして、それらについては、合併後に考え

ていくというようなことが合併協議会の中での協

議だったと思います。 

  補助金等は団体などの運営に当たって、なくて

は運営に支障が出るというものもあります。また、

お祭りなど事業については実行委員会をつくり、

行政と市民が一緒に協力して開かれるものに対して

補助金を出しているものもあります。 

  このたび行財政改革懇談会で示された平成17年度

当初予算の市の単独補助金の状況という資料によれ

ば、合計で179の補助金があり、その金額はおよそ

９億8,500万円になっています。平成18年度予算に

ついて見ても、おおむね同じような状況です。 

  そこでお尋ねいたします。今検討されている行財

政改革の大きな目的の１つ、経費削減にあっては、

補助金や交付金の思い切った見直しが必要かと思わ

れます。このことについては、どのようにお考えか

伺うものです。 

  また、負担金については、今後見直しが必要かど

うかお伺いいたします。 

  以上、大きな２つのことについてご答弁よろしく

お願いいたします。 

  これで 初の質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 21番、山本はるひ議員の質

問にお答えをいたします。 

  私からは補助金等のご質問にお答えをいたしま

す。 

  補助金は、法令等の規定に基づき、特定の事業

を育成、助長するため交付する補助金と、公益上

の必要から団体などの運営や活動を支援するため

の交付金、いわゆる奨励補助金があります。この

うち、奨励のための補助金は、補助することで大

きな効果を得られるものもありますが、中には固

定化し、既得権化しているものも見受けられます。 

  合併の協議の中では、団体及び事業に対する補

助金は事業目的や効果を総合的に判断し、これま

での経緯や実績なども配慮しつつ、新市において

公共的必要性や有効性、公平性の観点から、その

あり方について検討を行うこととしております。 

  また、現在策定中の行財政改革大綱集中改革プ

ランでも交付基準の適正化や類似補助金の統合な

ど、見直しを行う方向で規定する予定であります。 

  具体的には、平成18年度と19年度の２年をかけ

て廃止や統合を含め、補助金全体の見直しの検討

を行い、平成20年度から見直し後の補助金で対応

することで進めたいと思っております。 

  次に、県や他市町村、広域行政組合などに対す

る負担金に関する件でありますが、これらはおお

むね受益の範囲や人口要件等で負担の範囲が決ま

ることになっております。このため市が独自に削

減や見直しをすることは困難であります。 

  また、本市が加入している栃木県や那須郡を単

位とした各種団体に対する負担金でありますが、

これらは栃木県市長会や那須市町村負担金審議会

で負担金支出の適否や負担割合について協議し、

決定されるものでありますので、その審議の中で

負担金の必要性等について検討してまいりたいと

思います。 

  このほかにつきましては、企画部長より答弁を
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いたさせます。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 私のほうからは、１番

目にありました市民と協働によるまちづくりにつ

きまして、何項目かご質問がありますが、順次お

答えをさせていただきます。 

  まず、行財政改革懇談会に関するご質問につい

てお答えをいたします。 

  行財政改革は、行政内部だけの問題ではなく、

市民生活にも影響を及ぼすものであり、その意味

からも広く市民のご理解をいただく必要がありま

すので、懇談会を設置してご意見を伺っているも

のでございます。 

  また、行財政改革は、大変重要な課題でありま

すので、その方向性を示します行財政改革大綱の

策定は急務であると考えております。 

  ご質問の一本化が未了の事務事業につきまして

は、現在もすり合わせを行っておりますが、大綱

策定後はその方向性に基づきまして、一本化に努

めてまいりたいと考えているところでございます。 

  次に、審議会や懇談会の団体推薦委員と公募委

員の選任方法についてお答えをいたします。 

  まず初めに、団体推薦委員でありますが、各種

計画の策定に当たっては、各分野の専門的な視点

からの検討が必要であることから、委員の推薦を

各団体に依頼して選任をしております。 

  公募委員につきましては、那須塩原市審議会等

の委員公募に関する要綱がございまして、これに

基づきまして募集を行い、審査の基準や方法を定

めました要領に従いまして選考をしております。 

  次に、意見や提言を今後の計画等に生かしてい

く仕組みにつきましては、条例による審議会と規

則で設置する懇談会では、 終的な意見取りまと

めの形態は違いますが、ともに委員の協議に基づ

きます内容が計画に反映されることの点について

は違いがありません。 

  さらに、総合計画と行財政改革大綱は、本市の

まちづくりと行財政改革の方向性を示す行政全般

にわたる計画でありますので、今後の各種計画で

は、これらの方向性や趣旨を踏まえて策定してい

くことになります。 

  次に、 後のほうになりますが、審議会等がま

ちづくりにどう生かされているかとのご質問でご

ざいますけれども、本市では現在57の審議会等が

ございます。 

  計画策定に当たって市民の参画をお願いしてい

る審議会等は、市民生活への影響が大きいもの、

あるいは市民と行政の協働が必要なもの等ござい

ます。審議会等での意見、提言、また検討協議の

内容を十分に踏まえて計画を作成しており、こう

した計画に基づきまして各種まちづくり施策を展

開しているところでございます。 

  以上で答弁を終わります。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、順番に従っ

て再質問いたします。 

  まず、総合計画審議会と行財政改革懇談会につ

いてですが、この審議会と懇談会については、ま

ず総合計画があって、それをもとに組織機構をど

うするのか、どうあるべきか、そういう方向性が

出てくるものだと思います。それが同時に行われ

ている。特に２月に行われた懇談会、あるいは審

議会では、同じ人がそこの委員になっているにも

かかわらず、同じ日に同じような時間に行われた

というような経過もあります。 

  合併後はまだかなりのところで、それも市民生

活に非常にかかわる重要な部分で、まだすり合わ

せができていないところがたくさんあり、１つの

市でありながら、３つの形態を持つ事柄もありま

す。 
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  そのような、まだ行政の中できちっと方向がで

きていないことについて、懇談会で各部から100

を超える事務事業改革について委員に意見を求め

るというやり方が、本当に市民の声を聞くという

こと、協働作業をするということにかなっている

のかどうか、お伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  両方の計画ですね、総合計画と行財政改革の計

画といいますか、改革プラン、これにつきまして

は、新市になりまして、片方ができてから待って

いるというようなレベルにありません。例えば、

行革にありましても、合併自体が行革の大きな１

つの手法でありましたけれども、市民の皆さんか

ら、どういうふうにして本当に合併した実を出し

ていくんだという強い期待を持ってお話を伺って

おります。 

  ですから、その内容を総合計画ができて、これ

が18年度に一応できる予定ですが、その後19年度

からゆっくり検討するというようなレベルであり

ませんので、できる範囲の分野の行革の中で事務

事業改善と現在、毎日業務を進めている内容等、

これにつきましては、十分改革改善のご提案等も

いただきますから、あわせて並行して懇談会、審

議会を持たせていただきました。 

  たしか１回だけですね。ちょっと日程上の調整

がつかず、ダブってしまった部分もありますけれ

ども、おおむねの委員の方は毎回必ず出席をして、

活発にご意見もいただいておりますので、十分機

能して計画に反映ができるものだというふうに期

待をしております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 総合計画審議会、それ

から行財政改革懇談会の委員につきましては、公

募委員が入っておりますし、各種の団体から委員

が出ております。その方たちからいろいろ意見を

いただいたり、あるいは実際に傍聴している中で、

１つは総合計画審議会の中で何度か、４回多分会

が開かれたと思うんですが、皆さん、大変考えて

たくさんの意見を出したそうですが、その中でこ

のことについてはどうか初めから決められている

もので説明させていただきたいというような答え

が多く、委員から出たものがその案の中に余り入

らなかったというようなことを聞いております。 

  また、行財政改革懇談会につきましては、市の

総合計画がきちっとできていないがために、そこ

に対して結構意見が出て、事務事業の改革、その

百幾つ出たものに関してだけではなく、およそ

200もの意見が、あるいは提言が、あるいは本当

に質問というものも含めてたくさんのものが出て

きました。 

  それを見ておりますと、もともとのまちをどう

やってつくっていくかという計画が、やはり私に

は、きちっと出ていないのに、それをどうやって

いくかというようなことを並行して行っていて、

それを余り専門的なことを知ることがないという

市民に、考えてくれと投げかけると、やはりとん

でもない質問も出ますし、非常にそんなことをと

いうような意見も出てきます。それも市民の意見

だといえばそういうふうにも言えますが、そんな

こんなで、非常に時間がかかっている懇談会に

なっています。 

  それで、その市民の意見を聞いている、あるい

は協働で、つまり協力の「協」と「働く」という

字の協働作業をしているというように言えるのか

どうか、再度お伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） まず初めに、委員の方

からお話を聞いて発言されていると思うんですけ
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れども、委員の方の意見がなかなか取り入れられ

ないという話でございましたけれども、私も会議

に出ておりますので、意見内容はちゃんと伺って

おります。 

  その内容が、まだ審議のやり方がなれていない

関係も含めまして、例えば総合計画ですと、基本

構想の部分をやっているんですが、提案が具体的

な何々をつくってくださいとかという基本計画の

部分の話をどうもしてしまうという嫌いがありま

す。そのほうが確かに発言がしやすいですから。

それはちょっと考え方はわかりましたので、この

後、進めます基本計画のところで議論してくださ

いという話になっている部分が、どうしても聞き

入れてもらえていないというふうな感じにとって

しまうのかもしれません。それにつきましては、

逐一説明はさせていただいているんですが、どこ

もそこら辺がうまくかみ合っていない部分もあり

ますので、運営のやり方の問題の中、その辺は

ちょっと整理しながら進めさせていただきたいと

思っています。 

  それから、専門的ではない方、行政がわからな

い方の話を聞いてもというようなニュアンスに私

は聞こえたんですが、11万5,000の市民みんな行

政に精通しているわけじゃありませんから、いろ

んな意見があってしかるべきですし、それは我々

の説明が足らなくて誤解している部分がたくさん

ありますので、そういうものも説明する機会であ

るともとらえております。 

  ですから、若干、そんなのわかっていてもらわ

なくちゃ困るという内容が傍聴してあったのかも

しれませんけれども、我々としては自分らのほう

を本当に反省をして、説明をちゃんとしてこな

かったというような形で真摯に受けとめて、説明

をさせてもらっていますから、会議時間等も長く

なったりする嫌いももちろんあります。 

  こういう懇談会、公募委員をどんどん入れてい

くという懇談会、確かに運営は大変ですけれども、

これはどんどん経験をお互い、市民の方と行政側

が繰り返しやりながら、いい意見が交換できるよ

うにということで、まだまだこれから協働のあり

方につきましては模索中というのを、市民と行政

はお互いさま、模索中なのかなというふうに思っ

ています。 

  そういう意味において、いろんな方のご意見を

伺って、時間をかけていくというのも必要なんだ

と思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 今おっしゃっているこ

とはわからないではないんですけれども、それを

違う見方をするならば、単純な質問を聞く、それ

からこれわからないんだけれどというようなこと

は、市政懇談会を行っていたり、あるいはいろい

ろなほかの方法でも聞ける問題だと思いますし、

あると思うんですね。 

  ですけれども、この改革懇談会と、あるいは総

合計画の策定の審議会というのは、少なくとも公

募で選ばれた委員と、あるいは各種の団体から適

当だという方、それから学識経験者と言われる方

が、余り高くはないかもしれないですが、お金を

市から支払って開いている会だと思うんです。 

  そういうものは条例で決められていたり、その

ほか規則で決められているということは、本来は

大きな力を持っているというか、ものだと思われ

るのに、見ていて非常に無と、つまり企画部のや

り方が少し、何と言っていいんでしょうね、整理

されていなかったのではないかというような感じ

が、ずっと聞いていますと感じられるんです。そ

れだけ皆さん、いろんな意見が出るのは悪いこと

だと思ってないですし、そういうものを規制せず
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に、本当にそんな態度でいいのかなというような

感じの委員会というか、そういう会もありました

が、それでもそれを聞いていらっしゃる方に対し

ては、とても本当にすごいなと思って見ておりま

したが、それにしても、この大切な那須塩原市を

つくっていくという総合計画、あるいは行財政の

改革について、もう少しきちっと整理をした形で

３月末にはプランを出さなければいけないという

ことが決まっているわけですから、初めから毎週

毎週会議を開かなくてもいいような形でやれたの

ではないかと思うのですが、その辺についてはい

かがですか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 傍聴されての感想です

から、こちらからその内容についてコメントする

のはいかがかと思いますので、しませんけれども、

私どもの考え方といたしましては、議員さんは予

算、市議会、いろんな審議で参画していますから、

市の全体の動きも十分把握しています。市民の方

はそうはいかないわけですね。ですから、自分の

得意な分野は仕事に絡めて詳しい人がいて、その

分野をどんどん話してくる。それはそれで大変あ

りがたい話ですから、我々はゆっくり聞いてあげ

られる分野は聞いて、それに真摯に対応していく

ということで、時間がかかったり会議回数がふえ

たり、そういうことでやっております。 

  余りいろんな行政に詳しい人だけしかこういう

会議に参画しないでくださいというハードルを高

くして、本当に市民参加がどんどんこれから進ん

でいくんですかと、私は逆だと思います。いろい

ろお互い訓練があるんだというふうに思っていま

すので、できる範囲でもちろん公募の審査はあり

ますから、だれでも入れるわけじゃありませんけ

れども、一般の市民のレベルで市民としての責任

と自覚がある方は、参画していただいた方が私は

よろしいと思っています。 

  それから、会議が簡単に進むというのは、一方

で言うと、我々のほうで単なる原案を出して、少

し意見をいただいて、はい、決まりましたという

ような形式的なものよりは、たくさん意見が出る

ということは、しっかり中身を見ていただいて意

見を出していただいたということで、逆に大切な

ことじゃないかなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 今の部長の 後のお言

葉、形だけではなくていろいろな意見が出てきて

いる委員会というのは、それなりにいいことだと

いうようなことは、同じように感じます。それに

しても、やはりこの総合計画の策定ができていな

いのに、それからすり合わせができていないのに、

あるいは総合支所方式がこの先20年には見直しが

行われるかもしれないのに、その５年後の事務事

業の改革の案が出てきて、それについて意見を言

いなさいというようなことがあって、その200も

の質問に対して、各課の課長が、あるいは部長が

出席になって答えていた、でもその答えを聞いて

もまだ納得のできない委員さんがたくさんいて、

また質問が出たというような繰り返しをしていた

と私には思えるんです。 

  それをやるために市の職員では那須塩原市総合

計画策定委員会があり、専門部会があったり、

ワーキンググループがあって、皆さん、実際の自

分の仕事のほかにそういうことの会議などをやっ

て、次々と意見が出てきて、それを持って審議会

なり懇談会に臨んで意見を求めていたわけです。 

  ですけれども、まず市の部会から出てきた事務

事業の見直しの案については、非常に差があると

私は感じました。 

  例えば、保育園を民営化するのではなくて民間
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に貸すというようなことを５園やって、それをも

うこことここは何年にやるというようなくらい大

きな問題、あるいは議会で言えば、議員の数を削

減とは言ってなかったかもしれないですけれども、

それが経費の削減になるということでいえば、議

員の数を来年度、そのころにはそういうことを見

直すんだとか、議事録の数を減らして、もう執行

部には配らないんだというようなことが出ており

ました。 

  そういうことが片一方にある反面、非常に細か

な小さな一つの何かのイベントをこうしたいとい

うような、そういうものもありました。 

  そのように、私から見ると、別に議員だからと

いうのではなく、普通に見直し案を見ても、とて

も練りに練って出てきたというようには思えない

ようなことを性急にというか、３月中に出さなけ

ればならないということで、何度も何度も会議を

開いているという、そのやり方でいいのかという

ことを、やはりもう一度お伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 何か議論がかみ合いま

せんけれども、市民の方は、私も地元に住んでい

ますからいろんなところで聞きますけれども、改

革をやはり早くという話がたくさん出てきていま

す。 

  ですから、各部門でも日常業務、忙しい上にそ

のほかの改革を早くしようと、そして成果を出し

て、そのいいところを市民に還元していこうとい

う努力をしているわけで、それがもっとゆっくり

でいいというようなイメージで話されると、本当

なのかなと、ちょっと疑義があります。やはり改

革はスピードも大切でありますから、できるとこ

ろから早目にやっていくということで、各部でそ

れはいろんな小さいところも確かにありますし、

大きな改革もあります。でも一つ一つが大切だと

思います。総論だけ言っていても、一体何やるの

という話にもなりますから、小さいものも出てく

るということで、そうじゃなくちゃ市民にはわか

りませんよね。ですから、そういうことで出した

んであって、小さいことは出さなくていいという

ことになると、総論だけで、建前だけでお話し合

いをするというような改革プランになってしまう

んじゃないかというふうに思いますので、もう

ちょっと前向きにとらえていただければありがた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。今まで

６回開かれていた懇談会については、数値目標が

きちっと出されていない改革案について議論が続

出していたというふうに思います。 

  それに対して、この３月の末に出てくるプラン

はきちっと数値目標を出して示すというようなこ

とをおっしゃられておりましたので、多分経費の

節減について、具体的な金額だの、人数の適正化

ということに対しては、どのくらいという数字が

出て示されてくるものと思います。もちろん議会

にも出てくるものだと思いますので、どうかその

辺、今まで聞いていたというか、今までやってい

た、何となく抽象的な形での改革案ではなくて、

具体的なものが出てくるということを期待いたし

ます。 

  次に、公募の市民と推薦された人という、この

委員会に入っている人選のことなんですけれども、

確かに規則にのっとってというのはわかります。 

  それでお尋ねしたいんですが、例えば、まず

初に、公募の委員さんについてなんですが、先ほ

ど今、57の委員会とか審議会、協議会などがある

ということでありましたけれども、そのような審

議会とか委員会どのくらいの公募を行っているの

－308－ 



かということが１つ。それから公募を行って、応

募をしてきた人に関しては、どのような方法で、

例えば面接をしているのかとか、あるいは応募を

してきた方を一堂に集めて意見を聞いているのか、

あるいは何かどんな形なのかということをお尋ね

したいです。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  公募をしているのは６委員会等でございまして、

委員会というのは審議会と名前がありますので、

等というふうに言わせていただきます。23名でご

ざいます。 

  選任の方法といいますか、それにつきましては、

冒頭にご答弁しましたように、実施要領を決めて

やっているわけですが、その実施要領では、基本

的にはレポートを出していただく。要するに作文

といいますか、論文を自分のテーマに合った、例

えば懇話会と行財政改革についての自分の考えを

800字なら800字で出してくださいという形で出し

ていただきまして、内部の審査機関で審査をして

選ばせていただきますという形です。当然、同じ

人が何か所にもならないようにというのは規則で

決まっていますから、それは優先順位がおのずと

あります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 那須塩原市ではなくて、

以前黒磯市のときには、公募の委員というのは前

からはなかったと思うんですが、それが決まった

ときには、公募をかけても委員さんのほうが集ま

らなかったというような状況がありました。今大

きな市になって、６つの委員会、あるいは審議会

で公募の方が23人ということなんですが、この23

人につきましては、例えば100人応募があって23

人選んだみたいなことなのか、やはり応募すれば

通っていくような、応募してくださる方が少ない

のか、その辺はいかがですか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  正確な応募総数の資料は持っていませんのでわ

かりませんけれども、イメージ的に言うと、例え

ば３人をお願いしたいときには、倍の六、七人程

度でございます。我々としては、たくさん出して

いただいて、選択に悩むほど来ていただきたいと

思っているんですが、まだまだなじみが浅いのか、

我々の広報努力といいますか、足らないのか、少

ないように見受けられます。 

  今後ともこういう制度について周知をして、計

画にしっかり反映をして、公募委員で行って、

言った意見がいいところはちゃんと取り上げても

らったという成果が出ないと、また来てくれる人

もいなくなりますから、自由にご意見を言ってい

ただいて、そしてそれを必要なものをどんどん受

けとめていくという、そういう作業をしていけば、

これからどんどんふえてくるんじゃないかと期待

しております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 今まで各種の審議会と

か協議会など自分で出ていたり傍聴したりして思

うことは、公募の委員さんは大変意見をたくさん

述べてくださっていると思います。私は公募の制

度というのが余りなじみがあるものではないので、

今まではこういう会はどこかの団体の会長さんな

りというような方が出ていたというような時代が

長かったものですから、ぜひこの公募の制度、や

はり同じ方は一度に２つは出られないという決ま

りもありますし、人口が11万5,000と多いとはい

え、なかなか昼間の時間、平日の昼間に仕事を休

んでというような方は少ないと思われますので、
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それでも人材はいると思うんですね。そのことに

対しての専門的な考えを持っていたり、興味があ

るというような方、そういう方に対して、ぜひ公

募をしていただけるような、それを周知するよう

な広報活動は、ぜひやっていただきたいと思いま

す。 

  もう一つ、委員会、この審議会とか協議会に団

体から推薦される方についてなんですが、これは

非常に活発に意見を言っている方と、全く座って

いるだけの方というのが見受けられるように思う

んです。 

  それで、実は先日の環境審議会のときに私も参

加している会から１人出ているんですが、私たち

の会はできるだけいろいろな方が出るということ

で、会長が出るわけではなくて、そのときに手を

挙げてもらったり、あるいはこの方がということ

で出てもらっているんですが、その環境審議会に

おきましては、ぜひ会長さんに出ていただきたい

というような、そういう言葉があったということ

で、みんなびっくりいたしました。 

  それで、ぜひ会から出すということは、会長が

出るということとイコールではないと思っており

ますし、今まで余り 近はというか、なかったと

思うんですね。会からどなたかという形だったと

思うんですが、その辺については何か中で決まり

があるのか、あるいは会によって違うのかお尋ね

をいたします。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 個々の事例についての

見解はちょっと申し上げられませんけれども、こ

れは市長のほうからも私どもに、この那須塩原市

民のいろんな各種団体にはたくさん優秀な方がい

るから、すべてにわたって会長じゃなくていいん

だと、いろんな方に出てもらったほうがいいとい

う指示が出ています。 

  ですけれども、ものによっては、ぜひ会長さん

に出てもらったほうがいいということもあると思

うんですね。それは個々にあったかと思いますけ

れども、我々のやっている分野につきましても、

女性の団体なんかはぐるっと回してとか、いろん

な方に出てきていただいていますので、会長にこ

だわるつもりもないし、逆に言うと、たくさん優

秀な方がいますから、いろんな方に多角的にご意

見いただいたほうがよろしいわけですので、その

ように今後とも運営していきたいと思っています。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、ついでとい

うのではないんですが、いただいた資料、いろい

ろある中に、やはり今、男女共同参画社会を進め

ていくというふうなことで、この各種の審議会と

か委員会において、たくさんの女性の委員さんも

出ておりますが、そういう人たちを選んでいくの

に、例えば、この間どなたかの質問で出たと思う

んですが、クオータ制を持って、例えば４割は女

性、あるいは４割は男性みたいなそのような形で

審議会、協議会を人選しているところもあるんで

すが、那須塩原市におきましては、そのような考

え方はいかがですか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） それはもう既に答弁さ

れていますので、私が違う見解のお答えはするこ

とはできませんし、するつもりもありません。基

本的に必要な人材に入っていただくということで

すから、結果として女性が多くなったり、逆に男

性が多くなったりいろいろあると思いますし、年

齢構成もそのときによって、必要なものによって

は若い人にたくさん来てもらったほうがいいもの

もあるだろうし、逆にお年寄りの方が多いと、い

ろんな場合もありますから、一つの考えであるで

しょうけれども、余り画一的に決めるのはいかが

－310－ 



かなというふうには思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、 後になる

んですけれども、この審議会とか懇談会だけでは

なくて、その市のいただいた資料だと、57ある委

員会等について、ほとんどがそこで審議された結

果しか出てきていない。出てきた答申されたもの

というふうなものは出てくるんですが、今この57

のうちで傍聴ができるもの、傍聴規則というのが

あったと思うんですが、その傍聴ができるという

ようなものは幾つぐらいあるんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  結論的に言いますと、全部を私ども掌握してい

ませんので、わかりませんとしか言えません。企

画部の審議会、総合計画審議会と行財政懇談会は

企画部ですので掌握していますけれども、これは

常に傍聴もしていますし、資料も同じものをお配

りしてわかりやすい傍聴体制を整えているつもり

でございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。確かに

企画部でやっているものについては資料もいただ

けますし、大変傍聴しやすいようになっているの

はわかります。でも、今とても驚いたんですけれ

ども、全体の市のまちづくりの中心となる企画部

であり、政策室だと思うのですが、その大切なま

ちづくりをやっていくための審議会であり、協議

会であり、あるいは委員会であるところについて、

どのくらい傍聴ができるかということをご存じな

いというのは、何かとても不思議な気がしました。 

  ぜひその辺、縦割りで仕方がないといえば仕方

がないのかもしれないですが、そんなに難しいこ

とではないと思うんですね。ここでは傍聴を許可

しているとか、許可していないとか。ぜひその辺

のところもわかっていただいて、まちづくりを進

めていただきたいと思います。 

  次に、補助金についてです。 

  補助金につきましては、余り議会では議論され

ることがないものだと思うんですが、合併協議会

のときも、補助金については個人への補助金のこ

とはたくさん出ていましたが、団体への補助金と

か、あるいはイベントについての補助金について

は余りすり合わせをしていなかった部分だと思い

ます。 

  それで、３つの町と市では、例えば同じような

団体に対する補助金についての考え方も違ったと

思いますし、金額の査定というんですか、決める

基準みたいなものも多分違っていた、そういうも

のを 初は全部そのまま持ってきたような形だっ

たと思うんですが、補助金も10億近くの市単独補

助金だけでそのくらい出ているということは見直

しが必要だと、それは市のほうでも考えているこ

となんです。 

  私はその見直しの仕方についてなんですが、何

年か前に黒磯市では大きなランクをつけて補助金

の見直しをして整理というか、きちっと適切なも

のにしたという経緯がありますが、今後18年、19

年にかけてそれをやって、20年度からはきちっと

した形で交付したいというお答えだったと思うん

ですが、具体的にどんな形で補助金を見直してい

こうと思っていらっしゃるのかについてお伺いい

たします。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 補助金に関しましては

私のほうからお答えをしてまいりたいと思います。 

  補助金の見直しは、先ほど市長がご答弁を申し

上げましたとおり、18、19年、この２か年をかけ
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て見直したいというお話をしてございます。この

結果を20年の当初予算に編成をしましょうという

ことでございます。 

  先ほど議員さんのほうからお話がありましたと

おり、旧黒磯にあっては、平成12年に市単独補助

金の抜本的な改革の見直しを行ったところであり

ます。 

  当時のお話を申し上げますと、市単独補助金

116本を全部精査をいたしました。この精査に当

たっては、第三者機関を設置をいたしました。学

識経験者等々５名の方々に検討委員会といったも

のを組織させていただきまして、そこに116本の

補助金をすべてご提案申し上げて、逐一ご判断を

いただいたということでございます。 

  その結果につきましては、116本中16本の補助

金が廃止されたという結果が残っております。な

おかつ、13年度の当初予算にはその意見書として

出していただいたわけですが、その結果を配付さ

せていただいたということで、その後、市の内部

で組織化をしまして、単独補助金、残った補助金

についてももう一度精査をしましょうということ

で、別な検討会議をつくって対応を図ったところ

であります。こういった流れを、一度旧黒磯では

やっておりますので、18年、19年にあっては、こ

ういったものを十分に参考にさせていただきなが

ら検討してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） ぜひそのような第三者

を入れた機関をつくっていただいて、見直しはし

ていただきたいと思います。 

  そのときに、多分、市の単独補助金というもの

は、団体の運営を補助していくんだというものと、

それから事業を奨励していくんだというものと、

それからイベント、お祭りなどに対して執行委員

会をつくって、その市と市民が協働作業をしてい

くために補助をするというような、ちょっと３つ

ぐらいあると思うんです。 

  その中で、イベントの補助、例えば、巻狩祭り

とか、今回で言うと開湯1200年のイベントに対す

る補助というのは、もともと市だけではやれるも

のではないし、何かどこかの団体に委託するのに

ふさわしいものではないということで、実行委員

会形式をとって、それこそ協働作業、市もかか

わって協働作業をしていくための補助金だと理解

しています。 

  そういうものと団体、団体というのは５人の団

体も20人の団体も100人からの団体もあると思う

んですが、団体の運営の補助金について、この表

を見ておりますと大変差がありますし、また問題

があるところなのかなというふうに思います。 

  事業の奨励補助金というのはちょっとわからな

いところもあるんですが、その中には、例えば単

独でやっていて、実はほんの少しの人に個人的に

何か行ってしまっているようなものもあるのか、

そんな気がいたします。 

  それで、補助金を考えるときに、これを運営に

対する補助と、イベントに対する補助みたいなも

のを分けて考えないといけないのではないかなと

思うんですが、その辺はどういうふうに考えたら

よろしいんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 当然、補助金を交付す

るに当たりましては、その辺のところを十分に勘

案をしながら交付決定をしていくというふうなも

のが必要になってまいりますし、18、19、その中

で、私どものほうでも十分にその辺のところは見

直しの中で検討してまいりたいというふうには考

えております。 
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○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） その中で問題にしたい

のは、団体に対する運営補助金については、多分

その団体が自立して自分でやっていけるというふ

うなお金を持っていれば補助は必要はないという

ふうに考えていいんだと思いますが、中には市か

らの補助金をもらうことを初めから期待してとい

うか、もうそれを当て込んでという言い方がいい

のかどうかわからないんですが、そういうことで

予算を組んでいる、そういう団体もあるというふ

うに聞いております。その辺についてはどのよう

にお考えですか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 補助をするに当たりま

して、やはり一番考えなければなりませんのは、

その補助が既得権化されていないかどうか、そう

いったものはやはり十分に研究する必要があろう

というふうに思っております。 

  それから、出す側としましては、前例を踏襲す

るというふうな、安易に、昨年補助をしたので今

年もしましょうかというふうな話にはなってこな

いんだろうというふうに思っております。一つ一

つの団体、あるいは個人というようなものがある

かと思いますけれども、その辺のところは十分に

精査をさせていただくというふうな考え方は持つ

必要があるであろうというふうに思っています。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 18年、19年でそういう

ことを考え直すというか、見直しをするときに、

ぜひゼロから考え直すというようなことを持って

いただいて、公共的な必要性と、それから公平と

いうことの観点から、きちっと第三者に見ても

らって組織を立ち上げて見直しを早くやっていた

だきたいと思います。 

  その中で、例えば補助金を毎年出しているに当

たっては、それの監査というか、そこの団体にい

ろんな資料を出してもらって、次の年につなげて

いるのはやっていると思いますが、補助金を例え

ば10万もらっていて、繰り越しが90万なり100万

なりあるというような会が実際ありますので、そ

ういうところに運営の補助金を出すというような

ことについて、20年を待たずとも、それは適正で

はないのではないかというようなことはしていな

いんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 12年の見直しのときに、

検討委員会の各委員さんから厳しく指摘を受けま

したのが、その点であったわけです。補助金がそ

の団体の運営費全体の半分以上を占めているとい

うようなことは、ちょっとまずいのではないかな

というお話もございました。 

  今現在では、毎年度ごとに実績報告等々を出さ

せていただいて、市のほうで徴収をさせていただ

くと。それから予算の要求に当たっては、そう

いった実績報告書、あるいは所管の担当の課長の

要するに評価書、そういったものもきちっとやは

り出していただくというような形で対応させてい

ただいているところであります。 

  ですから、補助金100％で運営していますとい

うふうな団体というのはなかなか難しいだろうな

というふうに思っておりますし、これは20年を待

たずに是正、そういった指導はできるというふう

に考えております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。ぜひそ

のようにしていってほしいと思います。 

  次に、イベントに対する補助金についてです。

先ほど申しましたように、お祭りとか単独のその

年だけの何か記念の事業について、実行委員会を

つくる形で補助金を出して一緒にやっていくとい

－313－ 



うようなもの、巻狩祭りとか花火とかあると思う

んですが、開湯1200年の塩原温泉のものもありま

す。そういうものについては、私は減らすという

ような、つまり、ただ単に経費を節減するという

よりも、まとめてぼんと補助金を出すのではなく

て、１つ１つこういうものをやるのにこれだけか

かるみたいなことで、きちっとやっていくことが

必要なんだと思うんですが、そういう形で補助金

を出しているんですか。 

  例えば、開湯1200年の塩原温泉の補助金などは、

７月の末にもうイベントが決まったみたいなんで

すが、そういうものについては、企画書が出て補

助金を出しているのか、あるいは先に補助金あり

きで何千万ということで、これでやりなさいと

いっているのか、その辺についてお聞かせ願いま

す。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） その点、私のほう

からお答えします。 

  以上、実行委員会の18年度の事業計画によって、

それに合わせて補助金の請求を受け付けて出して

おります。ですから、事業に沿った補助金という

ことです。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。ぜひそ

のような形で実行委員会形式のイベント補助につ

いてもやっていただきたいと思います。 

  それで、イベントについての補助金については、

実行委員会形式で市の職員がかなり手伝いという

形で、お金だけじゃなくて出ていると思うんです

が、私はやはりこれから協働のまちづくりという

ことでやっていくのであれば、そういったイベン

ト、お祭りとか花火とかイベントについては、で

きるだけやっていることそのもの、当日の手伝い

みたいなものも市が余り関与するのではなくて、

市民に任せるというような形でやっていただくこ

とのほうが、その補助金の使い道も市民の力を

もってやっていったほうが、とてもいいものがで

きるような気がいたしますし、今合併後で市役所

の職員、大変仕事量が多分多くなっているんだと

思うんですね。それはこの間の議会のときでした

か、残業がふえているというようなことを言って

おりましたので、つまりそれは仕事が多いという

ことのあらわれだと思いますので、ぜひ補助金を

出している実行委員会形式のイベントに関しては、

その中身についても民間に任せるというふうな方

向で私は進めていってほしい、お金は出しても口

は出さないような形でやっていくほうが、いいま

ちづくりができるのではないかなと思います。 

  補助金については、20年度に見直しをするとき

の組織に入る人たち、ぜひ専門の例えば会計士な

り、財政に関して明るい人、行政の補助に対して

きちっとわかる人を入れていただいて、本当にだ

れが見てもおかしいというようなことのないよう

な形でやっていただきたいと思います。 

  以上で一般質問を終わります。どうもありがと

うございました。 

○議長（髙久武男君） 以上で、21番、山本はるひ

君の市政一般質問は終了いたしました。 

  以上で、質問通告者の質問は全部終了いたしま

した。 

  市政一般質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） 異議なしと認めます。 

  本日の市政一般質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案の各常任委員会付託につい
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て 

○議長（髙久武男君） 次に、日程第２、議案の各

常任委員会付託についてを議題といたします。 

  ただいま上程中の各議案については、審査のた

め各常任委員会に付託いたします。 

  議案第１号から議案第16号まで、及び議案第28

号から議案第47号まで、並びに議案第50号、議案

第51号の38件については、お手元に配付の議案付

託表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案付託表のとおり、各常任委員会に

付託をいたします。 

  各常任委員会は、委員会日程に基づき、審査を

行い、本会議 終日、委員長は登壇の上、審査結

果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情の取り下げについて 

○議長（髙久武男君） 次に、日程第３、陳情の取

り下げについてを議題といたします。 

  平成17年９月21日付で提出されておりました陳

情第11号 那須野ゼロポイントに関する陳情につ

いて、陳情者から取り下げの申請が提出されてお

ります。 

  お諮りいたします。 

  取り下げを許可することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） 異議なしと認めます。 

  よって、取り下げを許可することに決しました。 

  議員に配付いたしました請願・陳情文書表のう

ち、陳情第11号を削除するようにお願いをいたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願・陳情等の関係常任委員会

付託について 

○議長（髙久武男君） 次に、日程第４、請願・陳

情等の関係常任委員会付託についてを議題といた

します。 

  新たに提出された陳情５件については、議員に

配付いたしました請願・陳情等文書表のとおり関

係常任委員会に付託したいと思いますが、異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） 異議なしと認めます。 

  よって、請願・陳情等文書表のとおり各常任委

員会に付託をいたします。 

  関係常任委員会は、委員会日程に基づき審査を

行い、本会議 終日、委員長は登壇の上、審査結

果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（髙久武男君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時０６分 
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